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一
、
問
題
の
所
在

　
消
費
貸
借
と
は
、
現
行
民
法
第
五
八
七
条
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
の
一
方
が
、
後
に
種
類
、
品
質
、
数
量
の
同
じ
物
を
も
っ
て
返
還
す

る
こ
と
に
つ
い
て
合
意
し
、
相
手
方
か
ら
金
銭
そ
の
他
の
物
を
受
け
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
効
力
が
生
じ
る
契
約
で
あ
る
。

（
１
）

こ
の
消
費
貸

借
契
約
に
は
、
借
主
が
借
り
受
け
た
も
の
と
同
種
、
同
量
、
同
等
の
物
で
返
還
す
る
義
務
と
と
も
に
、
物
の
利
用
対
価
と
し
て
利
息
を

支
払
う
義
務
を
負
う
利
息
付
消
費
貸
借
と
、
利
息
を
支
払
う
義
務
は
な
く
、
返
還
義
務
の
み
を
負
う
無
利
息
消
費
貸
借
と
が
存
在
す
る

が
、
実
際
上
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
の
は
利
息
付
消
費
貸
借
契
約
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
取
引
社
会
に
お
い
て
も
っ
と

も
多
く
行
わ
れ
、
か
つ
、
実
務
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
消
費
貸
借
は
、
利
息
付
金
銭
消
費
貸
借
で
あ
る
と
考
え
ら
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れ
る
。
ま
た
、
消
費
貸
借
契
約
は
、
利
息
付
消
費
貸
借
か
無
利
息
消
費
貸
借
か
を
問
わ
ず
、
貸
借
目
的
物
の
利
用
目
的
に
よ
っ
て
も
分

類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
生
産
活
動
の
資
金
を
得
る
た
め
に
行
わ
れ
る
生
産
金
融
と
し
て
の
消
費
貸
借
と
、
生
産
活
動
以

外
の
目
的
、
た
と
え
ば
物
品
の
購
入
費
用
や
役
務
提
供
の
対
価
等
を
支
払
う
た
め
に
行
わ
れ
る
消
費
金
融
と
が
考
え
ら
れ
る
。
筆
者
と

し
て
は
、
借
主
が
生
産
活
動
に
よ
っ
て
収
益
を
挙
げ
、
そ
の
収
益
を
も
っ
て
貸
主
に
対
し
て
借
受
金
と
利
息
と
を
返
還
す
る
生
産
金
融

こ
そ
が
、
取
引
社
会
に
お
い
て
重
要
な
契
約
で
あ
る
と
考
え
た
。

（
２
）

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
生
産
活
動
を
目
的
と
し
た
利
息
付
金
銭
消
費

貸
借
を
検
討
の
対
象
と
す
る
。

　
日
本
の
現
行
民
法
で
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
消
費
貸
借
に
関
す
る
合
意
と
と
も
に
、
金
銭
そ
の
他
の
物
を
受
け
取
る
こ
と
に
よ
っ

て
契
約
が
成
立
す
る
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
現
行
民
法
第
五
八
七
条
に
規
定
さ
れ
た
消
費
貸
借
契
約
の
法
的
性
質
に
つ

い
て
は
、
金
銭
消
費
貸
借
を
含
め
て
、
合
意
と
物
の
引
渡
し
に
よ
っ
て
成
立
す
る
契
約
、
い
わ
ゆ
る
要
物
契
約
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
生
産
金
融
の
場
面
に
お
い
て
、
要
物
契
約
と
し
て
の
消
費
貸
借
契
約
は
多
く
の
学
説
か
ら
批
判
を
浴
び
る
こ
と
と
な
る
。
と

く
に
、
金
融
機
関
と
企
業
と
の
間
に
金
銭
消
費
貸
借
に
つ
い
て
の
合
意
が
成
立
し
、
企
業
が
金
融
機
関
か
ら
の
金
銭
を
借
り
入
れ
る
こ

と
が
で
き
る
と
期
待
し
て
第
三
者
と
の
間
に
新
た
な
法
律
関
係
を
形
成
し
た
も
の
の
、
金
融
機
関
が
企
業
に
対
し
て
金
銭
の
交
付
を
し

な
か
っ
た
場
合
に
は
、
企
業
に
損
害
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
企
業
が
金
融
機
関
か
ら
の
借
入
れ
が
あ
る
と
信
じ
て
第

三
者
と
の
間
に
土
地
の
購
入
契
約
を
締
結
し
、
売
買
代
金
を
借
入
金
で
支
払
う
予
定
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
金
融
機
関
か
ら
の

融
資
が
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
企
業
は
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
消
費
貸
借
が
原
因
で
生
じ
た
損
害
を
金

融
機
関
に
対
し
て
賠
償
す
る
よ
う
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
題
と
な
る
。
要
物
契
約
と
し
て
の
消
費
貸
借
を
前
提
と
す
る
と
、

不
法
行
為
が
成
立
す
る
場
合
を
除
け
ば
、
貸
主
は
借
主
に
対
し
て
損
害
賠
償
の
義
務
を
負
担
す
る
必
要
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
要
物

契
約
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
合
意
の
み
な
ら
ず
、
物
の
引
渡
し
が
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
金
銭
消
費
貸
借
契
約
に
当
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て
は
め
る
と
、
金
銭
貸
借
に
関
す
る
合
意
が
あ
る
も
の
の
、
金
銭
の
交
付
が
行
わ
れ
る
前
の
段
階
で
は
、
理
論
上
は
要
物
契
約
と
し
て

の
金
銭
消
費
貸
借
契
約
（
以
下
、
要
物
的
金
銭
消
費
貸
借
と
引
用
す
る
）
は
未
だ
成
立
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
貸
主
に
金
銭
交

付
義
務
が
生
じ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
貸
主
が
金
銭
の
交
付
を
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
借
主
に
損
害
が
生
じ

た
と
し
て
も
、
貸
主
に
契
約
責
任
を
問
い
え
な
い
こ
と
と
な
る
。

（
３
）

他
方
、
現
行
民
法
第
五
八
九
条
に
は
、
消
費
貸
借
予
約
の
失
効
に
関

す
る
規
定
が
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
、
消
費
貸
借
予
約
の
捉
え
方
お
よ
び
消
費
貸
借
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
議
論
が
巻
き
起
こ
っ
た
。

多
く
の
学
説
で
は
、
消
費
貸
借
に
関
す
る
合
意
の
成
立
に
よ
り
、
貸
主
の
金
銭
交
付
義
務
、
す
な
わ
ち
借
主
の
金
銭
交
付
請
求
権
を
発

生
さ
せ
る
た
め
に
、
諾
成
的
消
費
貸
借
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
き
た
。

（
４
）

前
記
の
学
説
で
は
、
消
費
貸
借
の
合
意
が
成
立

し
た
後
に
、
借
主
が
借
入
金
の
存
在
を
前
提
と
し
た
契
約
を
第
三
者
と
締
結
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
貸
主
が
借
主
に
対
し
て
金
銭
を

交
付
し
な
か
っ
た
と
き
に
要
物
的
消
費
貸
借
が
問
題
視
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
要
物
的
消
費
貸
借
の
場
合

に
は
、
理
論
上
、
借
主
に
金
銭
が
交
付
さ
れ
て
い
な
い
段
階
で
は
契
約
が
成
立
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
借
主
が
金
銭
を
交
付
し
な

い
貸
主
に
対
し
て
契
約
上
の
権
利
と
し
て
金
銭
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ま
た
、
不
法
行
為
が
成
立
す
る
可
能
性
を
除
け

ば
、
金
銭
の
貸
借
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
解
さ
ざ
る
を
得
ず
、
借
主
の
保

護
に
欠
け
る
結
果
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
貸
主
が
金
銭
を
交
付
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
借
主
が
不
測
の
損
害
を
被
る
と
い
っ
た
事
案

が
現
に
生
じ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
学
界
で
は
諾
成
的
消
費
貸
借
説
が
通
説
化
し
た
と
の
指
摘
も
存
す
る
。

（
５
）

　
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
二
〇
一
七
年
五
月
に
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
九
年
法
律
第
四
四
号
）
に
お
い
て
、
消

費
貸
借
に
関
す
る
規
定
が
改
正
さ
れ
た
。二
〇
二
〇
年
四
月
施
行
予
定
の
改
正
民
法
で
は
、諾
成
契
約
と
し
て
の
消
費
貸
借
契
約（
以
下
、

諾
成
的
消
費
貸
借
と
引
用
す
る
）
が
明
文
化
さ
れ
た
（
改
正
民
法
第
五
八
七
条
の
二
第
一
項
）。
そ
の
一
方
で
、
改
正
民
法
第
五
八
七

条
に
お
い
て
要
物
契
約
と
し
て
の
消
費
貸
借
（
以
下
、
要
物
的
消
費
貸
借
と
引
用
す
る
）
は
引
き
続
き
維
持
さ
れ
る
。
さ
き
に
述
べ
た
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と
お
り
、
利
息
付
消
費
貸
借
契
約
に
お
い
て
、
要
物
契
約
的
消
費
貸
借
は
、
主
に
貸
主
の
金
銭
交
付
義
務
が
生
じ
な
い
と
い
う
点
に
関

し
て
こ
れ
ま
で
多
く
の
学
説
か
ら
批
判
を
浴
び
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
債
権
法
改
正
に
よ
っ
て
も
維
持
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

理
由
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
見
解
が
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
ず
、
消
費
貸
借
の
特
性
、
す
な
わ
ち
消
費
貸
借
は
借
主
の
申
込
み
に
よ
っ
て

生
じ
る
と
い
う
特
性
と
、
借
主
の
不
安
定
な
地
位
を
回
避
す
る
必
要
性
に
関
わ
る
と
の
指
摘
に
存
ず
る
。

（
６
）

つ
ぎ
に
、
借
主
が
不
要
な
金

銭
の
借
受
け
を
強
要
さ
れ
な
い
と
い
う
借
主
保
護
の
観
点
か
ら
説
明
す
る
見
解
が
存
す
る
。

（
７
）

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　
第
五
八
七
条
の
二
で
は
、
書
面
で
す
る
諾
成
的
消
費
貸
借
契
約
が
明
文
化
さ
れ
た
。
諾
成
的
消
費
貸
借
契
約
に
お
い
て
書
面
を
成
立

要
件
と
し
た
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
理
由
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
諾
成
的
消
費
貸
借
契
約
の
場
合
に
は
、
契
約
当
事
者
の
合

意
に
よ
っ
て
契
約
の
拘
束
力
が
生
じ
る
。

（
８
）

そ
こ
で
、
口
頭
の
合
意
に
よ
っ
て
貸
主
お
よ
び
借
主
に
よ
る
軽
率
な
契
約
が
成
立
す
る
こ
と

を
防
止
す
る
た
め
で
あ
る
。

（
９
）

要
物
契
約
の
前
提
と
し
て
の
合
意
と
諾
成
的
消
費
貸
借
契
約
の
合
意
と
を
区
別
す
る
た
め
に
、
諾
成
的
消

費
貸
借
契
約
の
成
立
に
書
面
要
件
を
加
え
た
と
の
指
摘
も
あ
る
。）

（1
（

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
立
法
で
は
、
消
費
貸
借
の
法
的
性
質
に
関
す
る
見
解
が
分
か
れ
て
い
た
。
ス
イ
ス
債
務
法
（Schw

eizeriches 

O
bligationenrecht

）
三
一
二
条
で
は
、
立
法
当
初
か
ら
消
費
貸
借
契
約
を
諾
成
契
約
と
し
て
規
定
し
て
い
た
。
ド
イ
ツ
で
は
、

一
九
〇
〇
年
に
成
立
し
た
改
正
前
の
ド
イ
ツ
民
法
典
（B

ürgerliches G
esetzbuch

　
以
下
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
と
引
用
す
る
。）
旧
六
〇
七
条

で
は
、
借
主
が
借
り
受
け
た
目
的
物
を
同
種
、
同
量
、
同
等
の
物
に
よ
っ
て
返
還
す
る
義
務
を
負
担
す
る
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
た
に

す
ぎ
ず
、
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
明
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
一
般
民
法
典
（Ö

sterreiches A
llgem

eines 

B
ürgerliches G

esetzbuch

）（
以
下
、
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
と
引
用
す
る
。））
で
は
、
一
八
一
一
年
の
公
布
以
来
、
金
銭
を
目
的
と
す
る
消
費
貸

借
も
含
め
た
す
べ
て
の
消
費
貸
借
契
約
を
要
物
契
約
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
た
（
旧
九
八
三
条
）。
し
か
し
、
近
年
で
は
、
ド
イ
ツ
や

オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
、
金
銭
消
費
貸
借
を
諾
成
契
約
へ
と
改
正
す
る
動
き
が
み
ら
れ
た
。
ま
ず
、
ド
イ
ツ
の
学
界
で
は
金
銭
消
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費
貸
借
に
つ
い
て
は
諾
成
契
約
が
通
説
と
な
り
、）

（（
（

二
〇
〇
二
年
に
施
行
さ
れ
た
「
債
務
法
の
現
代
化
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
、
債
務

法
現
代
化
法
と
引
用
す
る
）
に
お
い
て
、
金
銭
消
費
貸
借
は
諾
成
契
約
と
し
て
明
文
化
さ
れ
た
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
八
八
条
））

（1
（

。
ま
た
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
も
、
ド
イ
ツ
と
同
様
に
、
諾
成
契
約
を
支
持
す
る
見
解）

（1
（

が
広
ま
り
、
二
〇
〇
八
年
に
、
金
銭
消
費
貸
借
契
約

（G
elddarlehensvertrag

）
は
、
一
般
の
消
費
貸
借
と
は
区
別
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
旧
九
八
三
条
か
ら
移
動
し
、
改
正
後
の
Ａ
Ｂ
Ｇ

Ｂ
九
八
八
条
か
ら
九
九
一
条
に
諾
成
的
消
費
貸
借
契
約
と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。）

（1
（

そ
の
後
、
二
〇
一
〇
年
に
、
金
銭
消
費

貸
借
契
約
は
融
資
契
約
（K

reditvertrag

）
へ
と
条
文
の
文
言
が
変
更
さ
れ
、
事
業
上
締
結
さ
れ
る
融
資
契
約
は
、
現
在
で
は
Ａ
Ｂ
Ｇ

Ｂ
か
ら
削
除
さ
れ
た
。）

（1
（

そ
の
後
、前
記
融
資
契
約
は
銀
行
基
本
法
（B

ankw
esengesetz

）
一
条
一
項
三
号
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

完
全
に
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
か
ら
姿
を
消
す
こ
と
と
な
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
近
年
の
日
本
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
改
正
状
況
に
鑑
み
れ
ば
、
利
息
付
消
費
貸
借
契
約
の
法
的
性
質
と
し
て

は
、
消
費
貸
借
の
合
意
の
み
に
よ
っ
て
貸
主
に
対
し
て
金
銭
交
付
を
義
務
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
諾
成
契
約
が
原
則
に
な
る
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
、
日
本
の
金
融
実
務
で
は
、
生
産
金
融
の
場
面
に
お
け
る
要
物
的
消
費
貸
借
が
存
続
す
る
可
能
性
は
未
だ
存
在
す
る
と

考
え
る
。
そ
の
理
由
は
以
下
に
述
べ
る
。
書
面
に
よ
る
諾
成
的
消
費
貸
借
の
合
意
が
成
立
し
（
改
正
民
法
第
五
八
七
条
の
二
第
一
項
）、

借
主
の
破
産
手
続
開
始
決
定
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
貸
主
が
借
主
に
対
し
て
金
銭
を
交
付
し
な
い
場
合
に
は
、
借
主
は
貸
主
に
金

銭
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
ま
た
、
金
銭
の
交
付
が
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
債
務
不
履
行
に

基
づ
き
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
改
正
民
法
に
関
す
る
議
論
の
過
程
に
お
い
て
、
諾
成
的
消
費
貸
借
契
約
に

関
す
る
規
定
の
新
設
に
は
、
金
融
業
界
か
ら
反
対
意
見
が
出
さ
れ
て
い
た
。）

（1
（

詳
細
は
後
で
述
べ
る
こ
と
と
す
る
が
、
諾
成
的
消
費
貸
借

契
約
か
ら
生
じ
る
借
主
の
金
銭
交
付
請
求
権
が
単
な
る
金
銭
債
権
に
変
わ
り
、
譲
渡
や
差
押
え
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
、
生
産
金
融
に

お
け
る
貸
主
の
貸
付
金
返
還
へ
の
信
用
を
裏
切
る
結
果
と
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
実
務
か
ら
の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
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ず
、
改
正
民
法
で
は
書
面
に
よ
る
諾
成
的
消
費
貸
借
契
約
が
明
文
化
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
金
融
機
関
と
し
て
は
、
今
後
も
要
物
的
消

費
貸
借
契
約
を
維
持
し
、
ま
た
は
、
貸
主
の
金
銭
交
付
義
務
の
発
生
を
可
能
な
か
ぎ
り
遅
ら
せ
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。）

（1
（

　
前
述
の
よ
う
な
実
務
の
対
応
に
鑑
み
れ
ば
、
金
銭
授
受
に
先
立
つ
要
物
的
消
費
貸
借
の
合
意
か
ら
生
じ
る
法
的
拘
束
力
、
と
く
に
貸

主
の
金
銭
交
付
義
務
に
関
す
る
諸
問
題
が
債
権
法
改
正
に
よ
っ
て
す
べ
て
解
消
さ
れ
た
と
明
言
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
諾
成
的
消
費
貸
借
が
成
立
す
る
場
合
に
は
、
貸
主
に
対
す
る
借
主
の
金
銭
交
付
請
求
権
が
発
生
す
る
こ
と
か
ら
、

仮
に
貸
主
が
借
主
に
対
し
て
任
意
に
金
銭
を
交
付
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
借
主
が
一
方
的
に
不
利
益
を
被
る
場
面
は
少
な
く
な
る
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
取
引
に
お
い
て
、
要
物
的
消
費
貸
借
の
合
意
を
な
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
以
上
、）

（1
（

金
銭
授
受
に
先

立
つ
要
物
的
消
費
貸
借
の
合
意
に
つ
い
て
依
然
と
し
て
問
題
と
な
る
と
考
え
る
。

　
こ
れ
ま
で
、
筆
者
は
、
生
産
金
融
と
し
て
の
利
息
付
金
銭
消
費
貸
借
に
焦
点
を
当
て
、
ド
イ
ツ
で
は
消
費
貸
借
の
法
的
性
質
に
つ
い

て
議
論
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
二
〇
〇
二
年
の
債
務
法
改
正
前
後
に
お
け
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
判
例
学
説
の
状
況
と
現
行
民
法
に
お
け

る
判
例
学
説
の
状
況
を
概
観
し
た
。
ま
た
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
一
八
一
一
年
の
民
法
典
公
布
か
ら
二
〇
〇
八
年
の
改
正
ま
で
消
費

貸
借
を
要
物
契
約
と
規
定
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
二
〇
〇
〇
年
改
正
前
の
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
立
法
過
程
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
研
究
を
お
こ

な
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
消
費
貸
借
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
要
物
契
約
と
解
す
る
見
解
と
諾
成
契
約
と
解
す
る
見
解
と
に
分
か
れ
て

い
た
、
一
九
〇
〇
年
前
後
に
お
け
る
各
ラ
ン
ト
法
の
規
定
お
よ
び
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
制
定
過
程
を
比
較
検
討
し
、
金
銭
授
受
の
前
に
要
物
的

消
費
貸
借
の
合
意
が
な
さ
れ
た
場
合
と
諾
成
的
消
費
貸
借
の
合
意
が
な
さ
れ
た
場
合
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
当
事
者
に
法
的
拘
束
力

が
生
じ
る
の
か
、
仮
に
、
法
的
拘
束
力
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
い
か
な
る
内
容
と
な
る
の
か
に
つ
い
て
整
理
、
分
析
を
行
う
。
検

討
の
順
序
と
し
て
は
、
ま
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
消
費
貸
借
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
つ
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ぎ
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
成
立
前
の
状
況
を
確
認
す
る
た
め
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
典
（A

llgem
eines Landrecht für die preußischen 

Staaten
（
以
下
、
Ａ
Ｌ
Ｒ
と
引
用
す
る
。）、
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
（Entw

urf eines B
ürgerlichen G

esetzbuchs für das K
önigreich 

B
ayern 1861- 1864

）、
ザ
ク
セ
ン
民
法
（B

ürgerliche G
esetzbuch für das K

önigreich Sachsen

）、
ド
イ
ツ
帝
国
時
代
に
な
っ
て

起
草
さ
れ
た
ド
イ
ツ
民
法
典
の
第
一
草
案
（D

er erste Entw
urf

）
の
基
礎
と
な
っ
た
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
（D

resdener Entw
urf eines 

allgem
einen deutschen G

esetzes

）
を
比
較
し
つ
つ
、
一
九
〇
〇
年
に
成
立
し
た
Ｂ
Ｇ
Ｂ
立
法
当
時
の
議
論
を
通
じ
て
、
消
費
貸
借
目

的
物
授
受
前
に
行
わ
れ
た
合
意
の
捉
え
方
、
合
意
か
ら
生
じ
る
法
的
拘
束
力
に
つ
い
て
分
析
し
、
消
費
貸
借
の
契
約
成
立
お
よ
び
当
事

者
の
義
務
に
つ
い
て
検
討
を
お
こ
な
う
こ
と
と
す
る

）
11
）（
（1
（

。

　
　
二
、
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
消
費
貸
借

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
消
費
貸
借
の
起
源
は
ロ
ー
マ
法
に
遡
る
と
い
わ
れ
る
。
ロ
ー
マ
法
で
は
、
ま
ず
無
利
息
消
費
貸
借
か
ら

始
ま
り
、
経
済
活
動
の
発
展
に
よ
っ
て
利
息
付
消
費
貸
借
が
出
現
す
る
に
至
っ
た
と
さ
れ
る
。）

1（
（

以
下
で
は
、
無
利
息
消
費
貸
借
と
利
息

付
消
費
貸
借
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

　
　（
一
）
無
利
息
消
費
貸
借

　
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
は
、
契
約
ま
た
は
不
法
行
為
に
基
づ
い
て
債
権
債
務
関
係
が
発
生
す
る
。）

11
（

そ
し
て
、
消
費
貸
借
も
契
約
と
さ
れ

て
い
た
。

　
古
典
期
ロ
ー
マ
時
代
よ
り
存
在
し
て
い
た
無
利
息
消
費
貸
借
（m

utuum

）
は
、
隣
人
知
友
の
間
で
行
わ
れ
、）

11
（

基
本
的
に
当
事
者
の
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一
方
が
相
手
方
か
ら
金
銭
そ
の
他
の
消
費
物
を
受
領
し
、
一
定
期
間
が
経
過
し
た
後
に
受
領
し
た
物
と
種
類
、
品
等
、
数
量
が
同
じ
物

を
返
還
す
べ
き
こ
と
を
約
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
要
物
契
約
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。）

11
（

ま
た
、
無
利
息
消
費
貸
借
契
約
の
発
展
の

過
程
に
お
い
て
、
原
初
的
に
は
借
主
に
お
い
て
貸
主
の
要
求
あ
り
次
第
い
つ
で
も
目
的
物
の
返
還
を
な
す
べ
き
関
係
と
し
て
お
こ
な
わ

れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
期
間
の
約
定
が
法
的
に
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
契
約
と
し
て
の
無
利
息
消
費
貸
借
が
生
成
す
る
に

至
っ
た
と
い
わ
れ
る
。）

11
（

　
無
利
息
消
費
貸
借
に
対
し
て
は
、
通
告
式
法
律
訴
訟
（legis actio per condictionem

）
に
よ
っ
て
法
的
保
護
が
与
え
ら
れ
る
以
前

に
す
で
に
神
聖
賭
金
式
法
律
訴
訟
（legis actio sacram

ento

（in personam

））
ま
た
は
審
判
人
申
請
式
法
律
訴
訟
（legis actio per 

iudicis postulationem

）
に
よ
っ
て
法
的
保
護
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
。）

11
（

す
な
わ
ち
、
消
費
貸
借
契
約
の
無
利
息
は
自
然
法
に
基
礎
づ

け
ら
れ
て
お
り
、
要
物
契
約
に
お
い
て
は
、
人
は
受
領
し
た
も
の
の
返
還
以
上
の
債
務
を
負
わ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。）

11
（

こ
れ
を
前
提
と
す
る
と
、
消
費
貸
借
が
無
利
息
の
契
約
で
あ
る
か
ぎ
り
、
借
主
が
負
担
す
る
金
銭
返
還
義
務
は
、
契
約
か
ら
生
じ

る
義
務
で
は
な
く
、
貸
主
か
ら
金
銭
が
引
き
渡
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
発
生
す
る
の
が
当
然
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
契
約
の
成
立

に
よ
っ
て
債
権
債
務
関
係
が
発
生
す
る
と
い
う
原
則
が
あ
る
以
上
、
消
費
貸
借
は
当
事
者
間
の
合
意
に
加
え
、
物
の
交
付
に
よ
っ
て
成

立
す
る
要
物
契
約
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
。）

11
（

　
そ
の
た
め
、
無
利
息
消
費
貸
借
に
お
い
て
、
貸
主
は
借
主
に
対
し
て
目
的
物
の
所
有
権
を
移
転
さ
せ
る
義
務
を
負
い
、
借
主
は
、
貸

主
か
ら
目
的
物
を
供
与
さ
れ
た
後
に
、
同
種
、
同
量
、
同
等
の
物
で
目
的
物
を
返
還
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
と
な
る
。）

11
（

　
な
お
、
将
来
の
消
費
貸
借
交
付
の
約
束
（pacta de m

utio dando

）
は
、
訴
求
で
き
な
い
予
約
（Vorvertrag

）
で
あ
っ
た
が
、
問
答

契
約
の
外
観
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
約
束
は
訴
求
可
能
な
も
の
と
な
り
う
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。）

11
（
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　（
二
）
利
息
付
消
費
貸
借
の
登
場

　
利
息
は
、
金
銭
そ
の
他
の
代
替
物
の
元
本
（caput, sors

）
の
利
用
に
対
し
、
元
本
の
額
と
利
用
期
間
に
比
例
し
て
給
付
さ
れ
る
対

価
的
代
替
物
の
一
定
量
で
あ
る
、）

1（
（

前
述
の
と
お
り
、
そ
も
そ
も
消
費
貸
借
で
は
受
領
し
た
も
の
と
同
額
ま
た
は
同
量
の
物
で
目
的
物
を

返
還
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
消
費
貸
借
契
約
は
、
目
的
物
を
利
用
す
る
こ
と
に
対
す
る
対
価
と
し
て
の
利
息
支

払
請
求
権
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
契
約
で
あ
っ
た
。）

11
（

し
か
し
、
経
済
的
需
要
に
よ
り
貸
金
業
と
し
て
の
利
息
付
消
費
貸
借
が
生
じ

た
。）

11
（

発
生
当
初
の
利
息
付
消
費
貸
借
契
約
に
お
い
て
、
利
息
支
払
請
求
は
問
答
契
約
に
よ
っ
て
の
み
訴
求
す
る
こ
と
が
で
き
た
。）

11
（

古
典

期
後
期
か
ら
は
、
利
息
に
つ
い
て
問
答
契
約
を
用
い
ず
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
利
息
に
関
す
る
無
方
式
の
合
意
は
、
弁
済

は
有
効
で
あ
る
が
、
訴
権
は
付
与
さ
れ
な
い
自
然
債
務
を
発
生
さ
せ
た
と
い
わ
れ
る
。）

11
（

　
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
消
費
貸
借
で
は
、
人
は
受
領
し
た
も
の
の
返
還
以
上
の
債
務
を
負
わ
な
い
こ
と
か
ら
、
借
主
の
返
還
義
務
が
発

生
す
る
に
は
、
貸
借
の
合
意
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
金
銭
の
交
付
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
前
述
の
と
お
り
、
無
利
息
消
費

貸
借
契
約
の
成
立
に
は
、
貸
主
た
る
べ
き
者
と
借
主
た
る
べ
き
者
と
の
間
の
貸
借
の
合
意
に
加
え
、
物
の
交
付
を
必
要
と
す
る
要
物
契

約
と
解
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
る
。）

11
（

ま
た
、
利
息
の
発
生
原
因
は
消
費
貸
借
契
約
で
は
な
く
、
無
方
式
の
合
意

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
利
息
付
消
費
貸
借
と
い
え
ど
も
、
ロ
ー
マ
法
で
は
要
物
契
約
で
あ
る
無
利
息
消
費
貸
借
に
つ
い
て
利
息
の
合
意

が
付
さ
れ
る
と
解
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
ま
た
、
ロ
ー
マ
法
で
は
、
売
買
契
約
や
賃
貸
借
契
約
の
よ
う
な
合
意
に
よ
っ
て
の
み
契
約
が
成
立
し
、
当
事
者
間
に
債
権
債
務
関
係

が
発
生
す
る
諾
成
契
約
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
将
来
の
消
費
貸
借
交
付
の
約
束
（pacta de m

utuo dando

）
は
、
原
則

と
し
て
は
、
約
束
の
履
行
を
訴
求
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
、
換
言
す
れ
ば
、
借
主
が
貸
主
に
対
し
て
金
銭
の
交
付
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
以
上
、
当
事
者
間
に
債
権
債
務
関
係
を
生
ぜ
し
め
る
契
約
だ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
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三
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
立
法
過
程
の
状
況

　
ド
イ
ツ
で
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
が
立
法
さ
れ
る
以
前
に
、
各
ラ
ン
ト
で
特
別
地
方
法
が
立
法
化
さ
れ
た
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
プ
ロ
イ
セ
ン
普

通
法
（A

llgem
eines Landrecht für die preußischen Staaten

）、
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
（Entw

urf eines B
ürgerlichen G

esetzbuchs 

für das K
önigreich B

ayern

）ザ
ク
セ
ン
民
法（B

ürgerliche G
esetzbuch für das K

önigreich Sachsen

）、ド
レ
ス
デ
ン
草
案（D

resdener 

Entw
urf eines allgem

einen deutschen G
esetzes

）
の
各
条
文
を
比
較
し
た
後
に
、
一
九
〇
〇
年
に
成
立
し
た
ド
イ
ツ
民
法
典
の
議
論

状
況
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　
　（
一
）
特
別
地
方
法
お
よ
び
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
に
つ
い
て

①
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法

　
一
七
九
四
年
六
月
に
施
行
さ
れ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
（
Ａ
Ｌ
Ｒ
）
で
は
、
契
約
に
関
す
る
規
定
の
な
か
で
第
一
部
第
五

節
第
二
条
の
約
束
（Versprechen

）
と
第
一
条
の
契
約
（Vertrag

）
と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
ま
ず
契
約
の
定

義
か
ら
確
認
す
る
。
Ａ
Ｌ
Ｒ
第
一
部
第
五
節
第
一
条
で
は
、
権
利
の
取
得
ま
た
は
変
更
に
向
け
ら
れ
た
相
互
の
同
意
（Einw

illigung

）

を
契
約
と
定
義
づ
け
る
。
第
二
条
で
は
、
相
手
方
に
権
利
を
譲
渡
す
る
こ
と
、
ま
た
は
相
手
方
に
対
し
て
債
務
負
担
を
行
う
こ
と
を

意
欲
す
る
意
思
表
示
（Erklärung

）
を
約
束
（Versprechen

）
と
し
、
約
束
が
受
領
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
（
第
一
部
第
五
節
第
四
条
）、

契
約
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
約
束
に
つ
い
て
法
的
拘
束
力
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
第
一
部
第
五
節

第
九
章
第
三
六
〇
条
以
下
に
お
い
て
、
約
定
し
た
目
的
物
の
引
渡
し
に
つ
い
て
履
行
不
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
損
害
賠
償
義
務
を
負

う
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
要
物
契
約
の
場
合
に
は
、
目
的
物
引
渡
し
前
の
合
意
に
一
定
の
拘
束
力
が
生
じ
る
と
い
う
点
に
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留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
以
下
に
、
第
一
部
第
五
節
第
一
条
か
ら
第
四
条）

11
（

に
関
す
る
拙
訳
を
掲
げ
る
。

第
一
部

　
第
五
節

　
契
約
に
つ
い
て

　
定
義

　
第
一
条

　
権
利
の
取
得
又
は
変
更
に
向
け
た
相
互
の
同
意
（Einw

illigung

）
は
、
契
約
で
あ
る
。

　
第
二
条

　
相
手
方
に
権
利
を
譲
渡
す
る
こ
と
、又
は
、相
手
方
に
対
し
て
債
務
を
負
担
す
る
こ
と
を
意
欲
す
る
意
思
表
示（Erklärung

）

は
、
約
束
（Versprechen
）
と
い
う
。

　
第
三
条

　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
何
か
を
行
う
こ
と
を
意
欲
す
る
旨
を
単
に
表
明
す
る
こ
と
（A

eußerung

）
は
約
束
と
は

み
な
さ
れ
な
い
。

　
第
四
条

　
契
約
の
有
効
性
に
つ
い
て
、
約
束
が
有
効
に
受
領
さ
れ
る
こ
と
が
本
質
的
に
必
要
で
あ
る
（
第
七
八
条
以
下
）。

　
つ
ぎ
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
の
消
費
貸
借
に
関
す
る
規
定
を
概
観
す
る
。
第
一
部
第
一
一
節
第
六
章
に
お
い
て
、
六
五
三

条
は
消
費
貸
借
に
お
け
る
目
的
物
返
還
義
務
と
金
銭
等
の
譲
渡
の
み
を
規
定
す
る
に
す
ぎ
ず
、
同
条
の
み
で
は
消
費
貸
借
の
法
的
性
質

に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
六
五
四
条
に
は
、
金
銭
交
付
義
務
を
負
う
当
事
者
（
貸
主
）
が
金
銭
等
を
相
手
方
に
引
き
渡
す

こ
と
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
義
務
を
負
う
旨
の
規
定
が
あ
り
、
ま
た
、
六
五
五
条
に
は
前
条
の
契
約
締
結
を
行
わ
な
い
場
合
に
は
契

約
締
結
を
求
め
、
ま
た
は
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
の
賠
償
等
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
プ
ロ
イ
セ

ン
一
般
ラ
ン
ト
法
で
も
消
費
貸
借
は
要
物
契
約
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。）

11
（

そ
の
う
え
で
、
六
五
四
条
以
下
の
規
定
に
よ
っ

て
将
来
の
消
費
貸
借
契
約
に
つ
い
て
法
的
効
力
を
認
め
る
。
す
な
わ
ち
、
六
五
四
条
に
は
契
約
に
基
づ
く
金
銭
交
付
義
務
と
契
約
締
結
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義
務
に
つ
い
て
定
め
、
六
五
五
条
に
は
契
約
締
結
ま
た
は
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
旨
が
書
か
れ
て
お
り
、
金
銭
交
付
前
の

合
意
に
法
的
拘
束
力
を
認
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
借
主
は
契
約
締
結
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
一
方
で
、
書
面
で
約
定

さ
れ
た
金
銭
の
受
領
義
務
を
負
い
（
六
五
八
条
）、受
領
拒
絶
に
対
し
て
は
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
（
六
五
八
条
）。
貸
主
に
つ
い
て
は
、

契
約
締
結
義
務
を
負
う
の
み
な
ら
ず
、借
主
の
財
産
状
態
の
悪
化
等
が
生
じ
た
場
合
に
は
、事
情
変
更
の
抗
弁
が
認
め
ら
れ
る
（
六
五
六

条
、
第
五
節
三
六
〇
条
以
下
）。
以
上
の
よ
う
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
で
は
、
消
費
貸
借
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
要
物
契
約

で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
貸
主
、
借
主
双
方
に
そ
れ
ぞ
れ
契
約
締
結
義
務
と
受
領
義
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
金
銭
交
付
前
の
合
意
に

つ
い
て
、将
来
の
貸
主
と
将
来
の
借
主
に
対
し
て
契
約
締
結
権
を
与
え
た
一
方
で
、事
情
変
更
の
法
理
に
よ
り
両
者
の
利
害
調
整
を
図
っ

て
い
る
と
評
価
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
下
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
第
一
部
第
一
一
節
第
六
章
第
六
五
三
条
か
ら

第
六
五
九
条）

11
（

の
拙
訳
を
掲
げ
る
。

第
一
部

　
第
一
一
節

　
第
六
章

　
消
費
貸
借

　
定
義

　
第
六
五
三
条

　
固
有
の
消
費
貸
借
（eigentliche D

arlehn
）
と
は
、消
費
貸
借
の
当
事
者
の
一
方
が
品
質
及
び
数
量
の
同
じ
物
を
も
っ

て
返
還
を
す
る
こ
と
を
約
し
て
相
手
方
に
対
し
て
消
費
を
目
的
と
し
て
現
に
流
通
し
、
利
用
さ
れ
て
い
る
金
銭
又
は
所
持
人
払
い
の
有

価
証
券
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
契
約
で
あ
る
。

将
来
の
消
費
貸
借
に
関
す
る
契
約
に
つ
い
て

　
第
六
五
四
条

　
当
事
者
の
一
方
が
有
効
な
契
約
に
よ
り
相
手
方
に
消
費
貸
借
の
目
的
物（D

arlehn

）を
与
え
る
義
務
を
負
う
と
き
は
、
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そ
の
当
事
者
は
、
約
定
の
（versprochenen

）
期
間
ま
で
に
金
額
の
支
払
い
、
又
は
、
有
価
証
券
を
引
き
渡
す
こ
と
に
よ
り
契
約
を
締

結
す
る
（diesen Vertrag erfüllen

）
義
務
を
負
う
。

　
第
六
五
五
条

　
当
事
者
の
一
方
が
こ
れ
を
行
わ
な
い
場
合
に
は
、
相
手
方
は
、
契
約
締
結
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
又
は
、
自
ら

の
所
在
地
で
契
約
か
ら
離
脱
し
、
発
行
し
た
証
書
等
の
返
還
及
び
不
履
行
か
ら
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
六
五
六
条

　
こ
の
訴
訟
に
対
し
、
消
費
貸
借
の
約
束
者
は
、
主
に
事
情
変
更
の
抗
弁
が
認
め
ら
れ
る
（
第
五
節
三
六
〇
条
以
下
）。

　
第
六
五
七
条

　
約
束
の
後
に
、
借
主
（B
orger

）
の
人
的
又
は
財
産
状
態
に
変
化
が
生
じ
、
こ
れ
に
よ
り
貸
主
が
約
束
に
際
し
て
考

慮
し
た
人
的
担
保
又
は
物
的
担
保
が
害
さ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
第
六
五
八
条

　
消
費
貸
借
を
求
め
る
借
主
は
、
書
面
で
約
束
し
た
金
額
を
受
領
す
る
義
務
を
負
う
。

　
第
六
五
九
条

　
借
主
は
、
こ
れ
を
拒
絶
し
た
場
合
に
は
、
相
手
方
に
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
。

第
一
部

　
第
五
節

　
第
九
章

　
契
約
の
中
止

履
行
不
能

　
第
三
六
〇
条

　
約
束
者
は
、相
手
方
に
約
束
し
た
目
的
物
（Versprochene

）
を
引
き
渡
す
こ
と
が
で
き
ず
、又
は
、履
行
で
き
な
か
っ
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た
場
合
に
は
、
相
手
方
に
生
じ
た
損
害
に
応
じ
て
（nach Verhältnis

）
そ
の
利
益
に
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
三
六
一
条

　
前
条
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
手
方
が
約
束
の
履
行
そ
の
も
の
を
不
可
能
と
し
た
場
合
に
は
、
約
束
者
は
約
束

の
拘
束
か
ら
自
由
と
な
り
、
自
己
の
住
所
地
に
お
い
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案

　
一
八
六
一
か
ら
一
八
六
四
年
に
作
成
さ
れ
た
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案（Entw

urf eines B
ürgerlichen G

esetzbuchs für das K
önigreich 

B
ayern

）
で
は
、
債
務
法
の
総
論
部
分
に
お
い
て
、
将
来
の
契
約
締
結
に
関
す
る
合
意
に
法
的
効
力
を
認
め
、
当
該
合
意
か
ら
契
約
締

結
を
求
め
る
請
求
権
、
ま
た
は
契
約
締
結
を
拒
絶
し
た
場
合
の
損
害
賠
償
請
求
権
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
（
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
第
二

部
第
一
篇
第
一
章
第
一
八
条
第
一
項
）。
以
下
に
、第
二
部
第
一
篇
第
一
章
第
一
八
条
第
一
項
お
よ
び
第
一
九
条）

11
（

の
拙
訳
を
掲
げ
る
（
な

お
、
第
一
八
条
第
二
項
は
同
条
前
項
所
定
の
請
求
権
の
時
効
に
関
す
る
規
定
の
た
め
、
割
愛
す
る
。）。

第
二
部

　
第
一
篇

　
第
一
章

　
債
務
関
係
の
意
義
及
び
根
拠

第
一
八
条
第
一
項

　
将
来
の
契
約
締
結
に
関
す
る
合
意
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
締
結
を
予
定
す
る
契
約
の
重
要
事
項
及
び
そ
の
締
結
の
時
期
に
つ
い
て
付
帯

条
項
に
関
す
る
後
の
合
意
に
つ
い
て
異
議
を
と
ど
め
な
い
で
約
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
効
力
を
生
じ
、
契
約
締
結
を
求
め
る
請
求
権

が
生
じ
る
。
拒
絶
し
た
場
合
に
は
、
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
一
九
条

　
契
約
締
結
の
成
立
に
つ
い
て
法
律
が
特
別
の
方
式
を
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、将
来
の
契
約
締
結
が
合
意
さ
れ
、（
契
約
を
締
結
す
る
：

筆
者
注
）
準
備
（
段
階
と
し
て
の
：
筆
者
注
）
契
約
（vorbereitenden Vertrag

）
が
こ
の
方
式
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
方
式

を
具
備
し
た
契
約
の
締
結
を
請
求
す
る
こ
と
も
、
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

　
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
の
立
法
理
由
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
法
律
的
見
解
に
従
っ
て
も
消
費
貸
借
を
要
物
契
約
と
解
す
る
べ
き
で
あ

る
と
さ
れ
る
。）

1（
（

ま
た
、
金
銭
の
交
付
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
た
消
費
貸
借
の
約
束
も
、
前
述
の
第
一
九
条
に
基
づ
き
、
方
式
契
約
の
場
合

に
方
式
を
具
備
す
る
と
い
っ
た
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
的
拘
束
力
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
。
消

費
貸
借
の
規
定
で
は
、
契
約
の
成
立
に
つ
い
て
、
将
来
の
返
還
約
束
と
代
替
物
の
所
有
権
の
移
転
が
必
要
で
あ
る
旨
定
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
端
的
に
消
費
貸
借
を
要
物
契
約
と
規
定
し
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
（
第
二
部
第
二
編
第
一
一
章
第
六
一
九
条
）。
ま
た
、

六
二
〇
条
で
は
、
一
八
条
を
準
用
し
、
金
銭
交
付
前
の
合
意
に
つ
い
て
法
的
拘
束
力
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
借
主
は
、

金
銭
の
交
付
の
不
履
行
に
つ
い
て
、
貸
主
に
対
し
て
金
銭
の
交
付
ま
た
は
解
除
請
求
の
み
な
ら
ず
、
損
害
賠
償
の
請
求
を
行
う
こ
と
も

認
め
ら
れ
て
い
た
。
他
方
で
、
立
法
理
由
に
よ
れ
ば
、
借
主
に
対
し
て
金
銭
の
受
領
を
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る）

11
（

が
、
調

査
し
え
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
そ
の
理
由
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
消
費
貸
借
の
約
束
に
お
い
て
は
、
金
銭
の
交
付
後
に
は
返
還

請
求
権
を
有
す
る
債
権
者
と
な
る
貸
主
が
金
銭
の
交
付
義
務
を
負
い
、
同
様
に
交
付
後
に
は
返
還
義
務
を
負
う
借
主
が
金
銭
の
交
付

を
請
求
す
る
と
い
う
特
殊
性
が
あ
る
。）

11
（

第
六
二
一
条
は
、
借
主
の
財
産
状
態
の
悪
化
、
借
主
の
受
領
拒
絶
、
受
領
遅
滞
の
際
に
消
費

貸
借
の
約
束
が
失
効
す
る
と
規
定
す
る
。
そ
し
て
、
利
息
付
消
費
貸
借
が
約
束
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
約
束
が
解
約
告
知
に
よ

り
将
来
に
わ
た
っ
て
効
力
を
失
っ
た
場
合
に
は
、
貸
主
は
解
約
告
知
期
間
の
利
息
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
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第
六
二
一
条
は
、
事
情
変
更
の
法
理
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。）

11
（

以
下
に
第
二
部
第
二
編
第
一
一
章
第
六
一
九
条
か
ら
第

六
二
一
条）

11
（

ま
で
の
拙
訳
を
掲
げ
る
。

バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案

第
二
部

　
第
二
編

　
第
一
一
章

　
消
費
貸
借

第
六
一
九
条

　
消
費
貸
借
契
約
は
、
当
事
者
の
一
方
が
同
量
、
同
種
、
同
等
の
物
を
将
来
の
返
還
を
約
し
て
、
相
手
方
に
代
替
物
の
所
有
権
を
引
き

渡
す
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
。

第
六
二
〇
条

　
消
費
貸
借
に
つ
い
て
有
効
な
（
第
一
八
条
）
約
束
を
し
た
（versprochen ist

）
者
は
、
金
銭
の
交
付
が
適
時
に
行
わ
れ
な
か
っ
た

場
合
に
は
、
消
費
貸
借
物
交
付
請
求
の
訴
え
を
提
起
し
、
又
は
、
約
束
を
撤
回
す
る
（von dem

 Vertrage zurücktreten

）
こ
と
が
で

き
る
。

　
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
消
費
貸
借
を
約
束
さ
れ
た
者
は
、
消
費
貸
借
の
約
束
の
不
履
行
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
六
二
一
条

　
消
費
貸
借
の
約
束
は
、
借
主
の
財
産
状
態
に
よ
り
貸
主
の
信
頼
が
著
し
く
害
さ
れ
る
よ
う
な
方
法
で
悪
化
し
た
と
き
は
、
た
だ
ち
に
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そ
の
効
力
を
失
う
。

　
借
主
が
消
費
貸
借
物
の
受
領
を
拒
絶
し
、
又
は
、
遅
滞
し
た
場
合
も
同
様
と
す
る
。
さ
ら
に
、
解
約
告
知
期
間
と
同
時
に
、
将
来
受

領
す
る
は
ず
の
消
費
貸
借
物
が
利
息
付
き
で
あ
る
旨
を
約
し
た
場
合
に
は
、
貸
主
は
、
解
約
告
知
期
間
の
利
息
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

③
ザ
ク
セ
ン
民
法

　
一
八
六
五
年
三
月
に
施
行
さ
れ
た
ザ
ク
セ
ン
民
法
（B

ürgerlichen G
esetzbuche für das K

önigreich Sachsen

）
の
規
定
で
は
、
第

一
〇
六
七
条
に
お
い
て
消
費
貸
借
契
約
に
お
い
て
返
還
義
務
を
負
う
場
合
に
お
い
て
、
代
替
物
の
所
有
権
が
移
転
し
た
と
き
に
契
約
が

成
立
す
る
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、消
費
貸
借
契
約
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
要
物
契
約
構
成
を
採
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

同
法
一
〇
六
八
条
に
は
、
貸
主
の
金
銭
交
付
義
務
と
借
主
の
受
領
義
務
に
言
及
す
る
。
要
物
契
約
構
成
を
採
用
し
つ
つ
、
借
主
の
受
領

義
務
を
定
め
ら
れ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
以
下
に
、
ザ
ク
セ
ン
民
法
第
一
〇
六
七
条
か
ら
第
一
〇
六
九
条）

11
（

ま
で
の
拙
訳
を
掲
げ

る
。

第
二
章

　
消
費
貸
借

第
一
〇
六
七
条

　
消
費
貸
借
契
約
は
、
種
類
、
品
質
が
同
じ
物
に
つ
い
て
同
額
又
は
同
量
の
物
を
も
っ
て
後
に
返
還
す
る
義
務
を
負
う
場
合
に
お
い
て

（unter der Verpflichtung

）、
代
替
物
の
所
有
権
が
移
転
し
た
と
き
は
、
成
立
す
る
。
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第
一
〇
六
八
条

　
一
方
当
事
者
が
消
費
貸
借
物
（D

arlehen

）
を
引
き
渡
す
義
務
を
負
い
、
他
方
当
事
者
が
受
領
す
る
義
務
を
負
う
契
約
は
、
貸
借
さ

れ
る
べ
き
目
的
物
の
額
又
は
量
に
関
す
る
合
意
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
締
結
さ
れ
る
。

第
一
〇
六
九
条

　
第
一
〇
六
八
条
に
よ
り
締
結
さ
れ
た
契
約
に
基
づ
い
て
、当
事
者
双
方
に
生
じ
る
履
行
を
求
め
る
訴
え
は
一
年
の
消
滅
時
効
に
係
る
。

④
ド
レ
ス
デ
ン
草
案

　
一
八
六
六
年
に
完
成
し
た
一
般
ド
イ
ツ
法
の
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
（D

resdener Entw
urf eines allgem

einen deutschen G
esetzes

）

第
二
款
第
一
節
第
五
二
三
条
で
は
、
消
費
貸
借
は
契
約
に
よ
っ
て
当
事
者
間
の
債
権
債
務
関
係
が
発
生
す
る
諾
成
契
約
と
し
て
規
定
さ

れ
、
貸
主
は
金
銭
の
交
付
義
務
を
負
い
、
借
主
は
借
受
金
と
同
価
値
の
金
銭
の
返
還
義
務
を
負
う
。）

11
（

こ
こ
で
は
、
第
五
三
二
条
に
お
い

て
利
息
の
支
払
い
に
関
す
る
約
束
に
よ
り
利
息
支
払
義
務
が
生
じ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
無
利
息
消
費
貸
借
が
原
則
と
さ

れ
た
よ
う
で
あ
る
（
五
三
二
条
）。
以
下
に
、
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
第
二
款
第
一
節
第
五
二
三
条
お
よ
び
第
五
三
二
条）

11
（

の
拙
訳
を
掲
げ
る
。

第
二
款

　
第
一
節

　
消
費
貸
借

第
五
二
三
条

　
消
費
貸
借
契
約
に
よ
り
、
貸
主
は
、
借
主
に
対
し
、
消
費
貸
借
と
し
て
約
束
し
た
代
替
物
を
引
き
渡
す
義
務
を
負
い
、
借
主
は
、
こ

れ
に
対
し
て
、
消
費
貸
借
と
し
て
受
け
取
っ
た
前
記
の
代
替
物
と
同
種
、
同
量
、
同
等
の
物
を
貸
主
に
対
し
返
還
す
る
義
務
を
負
う
。
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第
五
三
二
条

　
遅
延
の
場
合
を
除
き
、
借
主
は
利
息
を
支
払
う
約
束
を
し
た
場
合
に
の
み
、
利
息
を
支
払
う
義
務
を
負
う
。

　
　（
二
）
ド
イ
ツ
民
法
典
の
立
法
過
程

　
一
九
〇
〇
年
に
成
立
し
た
ド
イ
ツ
民
法
の
立
法
過
程
に
つ
い
て
簡
単
に
整
理
し
て
お
く
。
ま
ず
、
消
費
貸
借
契
約
の
法
的
性
質
に
つ

い
て
、
要
物
契
約
と
す
る
の
か
、
諾
成
契
約
と
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
第
一
草
案
の
段
階
か
ら
議
論
が
あ
っ
た
も
の
の
、
こ
う
し
た
学

問
上
の
論
争
に
つ
い
て
未
解
決
の
ま
ま
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
六
〇
七
条
で
は
、
消
費
貸
借
の
借
主
の
返
還
義
務
が
金
銭
の
交
付
に
よ
っ
て
生
じ

る
点
の
み
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。）

11
（

ま
た
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
六
一
〇
条
に
は
、
貸
主
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
事
情
変
更
の
法
理
を

具
体
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
、
借
主
の
財
産
状
態
の
悪
化
を
理
由
と
し
た
契
約
か
ら
の
離
脱
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
。

　
旧
六
一
〇
条
に
は
、
消
費
貸
借
の
約
束
（D

arlehensversprechen

）
と
い
う
概
念
が
現
れ
た
も
の
の
、
消
費
貸
借
の
約
束
の
定
義
に

つ
い
て
は
と
く
に
議
論
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
消
費
貸
借
契
約
と
消
費
貸
借
の
約
束
と
の
関
係
、
消
費
貸
借

契
約
の
法
的
性
質
と
の
関
連
で
、
消
費
貸
借
の
約
束
が
消
費
貸
借
の
予
約
を
意
味
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
諾
成
的
な
消
費
貸
借
契
約
な

の
か
、消
費
貸
借
の
約
束
に
法
的
拘
束
力
が
生
じ
る
の
か
、生
じ
る
と
す
れ
ば
い
か
な
る
内
容
な
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
き
、
消
費
貸
借
の
約
束
と
い
う
表
現
は
用
い
て
い
な
い
が
、
将
来
の
金
銭
交
付
に
関
す
る
契
約
と
将
来
の
金
銭
受
領
に

関
す
る
合
意
と
に
言
及
し
、
い
ず
れ
の
合
意
も
法
的
拘
束
力
を
有
す
る
と
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
見
解
が
存
す
る
。）

11
（

こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
消
費
貸
借
契
約
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
要
物
契
約
と
解
さ
れ
る
。）

1（
（

そ
の
う
え
で
、
将
来
の
金
銭
交
付
に
関
す

る
契
約
に
法
的
な
拘
束
力
が
生
じ
る
と
し
て
も
、
将
来
の
交
付
に
関
す
る
合
意
が
行
わ
れ
る
に
際
し
て
、
将
来
の
貸
主
が
基
礎
と
し
て
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い
た
、
将
来
の
借
主
の
信
用
状
態
に
変
更
が
生
じ
、
担
保
価
値
の
下
落
や
支
払
停
止
等
と
い
っ
た
財
産
状
態
が
悪
化
し
た
こ
と
に
つ
い

て
将
来
の
貸
主
が
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
将
来
の
貸
主
は
金
銭
の
交
付
義
務
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
他
方
、
貸

主
と
な
る
べ
き
者
は
、
借
主
と
な
る
べ
き
者
に
対
し
て
金
銭
を
受
領
す
る
よ
う
に
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
借
主
と
な
る
べ
き

者
の
受
領
拒
絶
に
対
す
る
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
る
と
さ
れ
る
。）

11
（

　
以
下
で
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
第
六
〇
七
条
お
よ
び
旧
第
六
一
〇
条
に
関
す
る
議
論
を
概
観
す
る
。

①
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
第
六
〇
七
条

　
消
費
貸
借
の
規
定
に
関
し
て
は
、
起
草
段
階
に
お
い
て
す
で
に
消
費
貸
借
契
約
の
法
的
性
質
お
よ
び
契
約
当
事
者
の
義
務
に
関
し
て

さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
行
わ
れ
た
。
以
下
に
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
六
〇
七
条
の
原
案
で
あ
る
第
一
草
案
第
九
七
条
の
拙
訳
を
掲
げ
る
。

第
一
草
案
第
九
七
条）

11
（

　「
消
費
貸
借
契
約
に
よ
っ
て
貸
主
（D

arleiher

）
は
借
主
（A

nleiher

）
に
対
し
て
、
一
定
額
の
金
銭
又
は
他
の
代
替
物
の
所
有
権
を

移
転
す
る
義
務
を
負
い
、
他
方
、
借
主
は
貸
主
に
対
し
て
消
費
貸
借
物
を
受
領
す
る
義
務
と
貸
借
さ
れ
た
も
の
（D

argeliehenen

）
を

同
種
・
同
量
・
同
等
の
物
で
返
還
す
る
義
務
と
を
負
う
。」

　
第
九
七
条
は
ロ
ー
マ
法
と
同
様
に
、
貸
主
に
対
し
て
所
有
権
移
転
の
義
務
が
あ
る
旨
を
明
記
し
つ
つ
も
、
消
費
貸
借
の
法
的
性
質
に

は
諾
成
的
な
構
成
を
採
用
し
、
契
約
成
立
に
よ
り
当
事
者
間
の
債
権
債
務
関
係
が
成
立
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
同
条
で
は
、

後
の
ド
イ
ツ
民
法
旧
六
〇
七
条
と
は
異
な
り
、
借
主
の
返
還
義
務
の
み
な
ら
ず
、
貸
主
の
金
銭
交
付
義
務
と
借
主
の
金
銭
受
領
義
務
に
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つ
い
て
も
定
め
ら
れ
て
い
た
。
と
く
に
、利
息
付
消
費
貸
借
の
合
意
に
お
い
て
、消
費
貸
借
契
約
に
法
的
拘
束
力
を
認
め
る
趣
旨
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
が
、
借
主
た
る
べ
き
者
に
金
銭
受
領
義
務
が
あ
る
場
合
に
は
、
受
領
を
遅
滞
し
た
と
き
に
は
、
貸
主
た
る
べ
き
者
に
は
、

消
費
貸
借
の
約
束
（D

arlehnsversprechen

）
を
撤
回
し
、
ま
た
、
六
か
月
分
の
約
定
の
利
息
、
ま
た
は
消
費
貸
借
の
返
還
時
期
が
六

カ
月
よ
り
短
期
の
場
合
に
は
期
間
に
応
じ
た
額
の
利
息
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
た）

11
（

こ
と
か
ら
、
将
来
に

金
銭
が
引
き
渡
さ
れ
る
旨
の
消
費
貸
借
の
約
束
に
つ
い
て
、
法
的
拘
束
力
を
認
め
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
消
費
貸
借
は
、
売
買
契
約
等
の
諾
成
契
約
と
多
く
の
点
で
異
な
る
こ
と
か
ら
、
要
物
契
約
と
解
す
る
べ
き
と
の
指
摘

が
あ
っ
た
。）

11
（

と
く
に
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
消
費
貸
借
の
法
的
性
質
を
諾
成
契
約
と
規
定
す
る
と
、
借
主
の
返
還
義
務
が
先
履
行
と
な

る
可
能
性
が
あ
り
、
借
主
は
金
銭
を
受
領
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
貸
主
か
ら
返
還
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に

つ
き
、
ロ
ー
マ
法
の
時
代
か
ら
諾
成
契
約
で
あ
る
賃
貸
借
契
約
に
お
け
る
賃
料
支
払
義
務
は
、
賃
貸
借
契
約
の
本
質
に
鑑
み
れ
ば
、
賃

借
人
の
主
た
る
義
務
が
賃
料
払
い
で
あ
り
、
現
在
の
取
引
社
会
に
お
い
て
も
賃
料
の
先
履
行
は
広
く
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
消

費
貸
借
と
賃
貸
借
と
を
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
の
理
由
を
挙
げ
る
。
な
お
、W

indscheid

は
、
消
費
貸
借
契
約
に
つ
い
て
要
物
契
約
で

あ
る
と
の
立
場
を
示
し
つ
つ
も
、
利
息
付
消
費
貸
借
と
の
関
係
で
は
、
諾
成
契
約
を
容
認
す
べ
き
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の

理
由
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。）

11
（

消
費
貸
借
契
約
に
お
い
て
金
銭
の
交
付
に
先
行
す
る
義
務
は
な
い
以
上
、
借
主
の

利
息
支
払
義
務
は
消
費
貸
借
契
約
か
ら
生
じ
る
わ
け
で
な
い
と
す
る
。
ま
た
、
借
主
た
る
べ
き
者
に
受
領
義
務
は
な
く
、
仮
に
受
領
義

務
が
あ
る
と
し
て
も
、
利
息
支
払
い
は
必
然
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
賃
貸
借
と
同
様
に
諾
成
契
約
と
し
て
の
消
費
貸
借
が
成
立
し
た
場

合
に
は
、
契
約
締
結
に
よ
っ
て
利
息
支
払
い
の
義
務
が
生
じ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
他
方
、
第
九
七
条
の
文
言
に
関
連
し
て
、
消
費
貸
借
契
約
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
前
記
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
第
二
款
第
一
節
第

五
二
三
条
と
同
様
の
諾
成
契
約
と
す
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
も
唱
え
ら
れ
た
。）

11
（

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
以
下
の
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
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ず
、
ロ
ー
マ
法
の
遺
産
と
も
い
う
べ
き
要
物
契
約
は
い
ま
や
意
義
を
失
い
、
他
の
契
約
と
同
様
に
、
当
事
者
の
意
思
の
合
致
に
よ
り
契

約
が
成
立
す
る
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
将
来
の
契
約
締
結
に
向
け
た
合
意
（pactum

 de contrahendo

）
と
主
た
る
契
約
と
を
分

離
す
る
必
要
も
な
く
な
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
消
費
貸
借
を
双
務
契
約
と
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
金
銭
の
交
付
は
契
約
の
履
行
と

と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
と
説
く
。）

11
（

　
た
だ
し
、
前
出
の
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
第
一
部
第
一
一
章
第
六
五
五
条
や
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
六
二
一
条
と
は
異
な
り
、
ド
イ

ツ
民
法
の
立
法
段
階
で
は
、
将
来
の
金
銭
交
付
に
関
す
る
契
約
か
ら
両
当
事
者
に
生
じ
る
義
務
の
不
履
行
の
効
果
に
関
す
る
規
定
は
定

め
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
消
費
貸
借
に
お
け
る
金
銭
受
領
義
務
の
存
否
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
は
さ
れ
な
か
っ
た
。）

11
（

　
ま
た
、
一
八
九
六
年
の
ラ
イ
ヒ
議
会
に
対
す
る
司
法
省
の
覚
書
で
は
、
調
査
し
え
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
消
費
貸
借
に
関
し
て
問
題

提
起
は
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。）

11
（

参
考
ま
で
に
、
覚
書）

1（
（

に
記
載
さ
れ
た
第
五
節
消
費
貸
借
第
六
〇
〇
条
第
一
項
の
拙
訳
を
掲
げ
る

（
な
お
、
第
六
〇
〇
条
第
二
項
は
準
消
費
貸
借
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
た
め
、
割
愛
す
る
）。

第
五
節

　
消
費
貸
借

第
六
〇
〇
条

　
第
一
項

　
金
銭
又
は
他
の
代
替
物
を
消
費
貸
借
と
し
て
受
領
し
た
者
は
、
貸
主
に
対
し
て
受
領
物
と
同
種
、
同
等
、
同
量
の
物
を
返

還
す
る
義
務
を
負
う
。

　
消
費
貸
借
契
約
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
第
一
草
案
の
起
草
段
階
か
ら
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
要
物
契
約

と
規
定
す
べ
き
か
諾
成
契
約
規
定
す
べ
き
か
に
つ
い
て
の
学
問
上
の
争
点
に
結
論
を
出
す
こ
と
は
な
く
、
一
九
〇
〇
年
に
成
立
し
た
ド
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イ
ツ
民
法
旧
六
〇
七
条
に
は
、
金
銭
の
受
領
か
ら
生
じ
る
借
主
の
返
還
義
務
の
み
が
定
め
ら
れ
て
い
た
、）

11
（

ま
た
、
第
一
草
案
第
九
七
条

か
ら
は
貸
主
の
交
付
義
務
と
借
主
の
金
銭
受
領
義
務
と
が
削
除
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
規
定
が
削
除
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
調
査
し

え
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

②
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
第
六
一
〇
条

　
消
費
貸
借
契
約
に
お
い
て
、
貸
主
に
と
っ
て
借
主
が
金
銭
を
返
還
す
る
か
否
か
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
通
常
の
金
銭
消
費
貸
借

の
場
合
に
は
、消
費
貸
借
と
し
て
の
金
銭
授
受
に
関
す
る
合
意
が
成
立
し
た
時
点
か
ら
貸
主
が
借
主
に
金
銭
を
交
付
す
る
ま
で
の
間
に
、

借
主
の
財
産
状
態
が
著
し
く
悪
化
し
、
返
還
が
困
難
と
な
る
可
能
性
が
生
じ
る
。
そ
こ
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
六
一
〇
条
で
は
、
一
定
の
要
件

の
も
と
に
、
貸
主
を
合
意
の
拘
束
力
か
ら
解
放
す
る
た
め
の
規
定
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
借
主
の
財
産
状
態
が
悪
化
し
た
場
合
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
第
一
草
案
九
七
条
を
め
ぐ
る
議
論
の
な
か
で
、
貸
主
の
金
銭
交
付
義
務

に
関
連
し
て
、
事
情
変
更
の
抗
弁
の
可
能
性
に
つ
い
て
話
し
合
わ
れ
て
い
た
。）

11
（

す
な
わ
ち
、
仮
に
、
消
費
貸
借
の
目
的
物
と
し
て
一
定

額
の
金
銭
を
将
来
引
き
渡
す
旨
の
合
意
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
借
主
と
な
る
べ
き
者
に
つ
い
て
交
付
前
ま
た
は
合
意
成
立
前
に
支
払
停

止
が
生
じ
て
い
た
と
き
に
、
貸
主
た
る
べ
き
者
が
当
該
支
払
停
止
を
知
っ
た
場
合
に
は
、
金
銭
の
交
付
を
拒
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

の
見
解
が
示
さ
れ
た
。）

11
（

そ
の
後
、Johow

の
提
案）

11
（

に
始
ま
り
、
貸
主
の
返
還
請
求
を
危
殆
化
さ
せ
る
よ
う
な
著
し
い
財
産
状
態
悪
化
が

生
じ
た
場
合
に
、
貸
主
た
る
べ
き
者
に
対
し
て
、
事
情
変
更
の
抗
弁
を
与
え
、
契
約
か
ら
解
放
す
る
旨
の
規
定
を
有
し
て
い
た
プ
ロ
イ

セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
第
一
部
第
一
一
章
第
六
五
六
条
、
第
六
五
七
条
、
一
八
一
一
年
成
立
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
民
法
九
三
六
条
等
を
引
用

し
、
貸
主
た
る
べ
き
者
に
事
情
変
更
の
抗
弁
を
認
め
る
べ
き
と
の
見
解
が
出
さ
れ
た
。）

11
（

な
お
、
一
八
九
六
年
の
ラ
イ
ヒ
議
会
に
対
す
る

司
法
省
の
覚
書
に
お
い
て
も
、
調
査
し
え
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
と
く
に
反
対
意
見
は
出
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
、
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覚
書）

11
（

に
記
載
さ
れ
た
第
五
節
消
費
貸
借
第
六
〇
三
条
の
拙
訳
を
掲
げ
る
。

第
五
節

　
消
費
貸
借

　
第
六
〇
三
条

　
消
費
貸
借
の
交
付
を
約
束
し
た
者
は
、
他
方
当
事
者
の
財
産
状
態
に
お
い
て
、
返
還
を
求
め
る
請
求
権
を
危
殆
化
さ

せ
る
よ
う
な
著
し
い
悪
化
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
疑
わ
し
い
と
き
は
、
そ
の
約
束
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
の
後
、
い
く
つ
か
の
文
言
に
関
す
る
修
正
を
経
た
の
ち
に
ド
イ
ツ
民
法
旧
六
一
〇
条
が
成
立
し
、
借
主
の
財
産
状
態
に
お
い
て
、

貸
主
の
返
還
請
求
権
を
危
殆
化
さ
せ
る
よ
う
な
悪
化
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
貸
主
は
消
費
貸
借
予
約
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
な
っ
た
。

　
　
四
、
検
討

　
消
費
貸
借
は
、
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
無
利
息
消
費
貸
借
か
ら
は
じ
ま
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
取
引
社
会
の
発
展
に
よ
り
、
ロ
ー
マ
時
代

に
は
す
で
に
利
息
付
消
費
貸
借
契
約
が
出
現
し
た
。
し
か
し
、
ロ
ー
マ
法
で
は
、
利
息
付
消
費
貸
借
契
約
に
つ
い
て
も
、
要
物
構
成
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
前
述
の
と
お
り
、
当
時
の
消
費
貸
借
に
お
い
て
人
は
受
領
し
た
も
の
を
返
還
す
る
こ

と
以
上
の
債
務
を
負
わ
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
あ
る
。）

11
（

　
ド
イ
ツ
民
法
制
定
以
前
の
状
況
を
整
理
す
る
と
、
消
費
貸
借
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
要
物
契
約
と
の
立
場
に
立
つ
の
は
、
プ
ロ
イ
セ

ン
一
般
ラ
ン
ト
法
、
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
、
ザ
ク
セ
ン
民
法
で
あ
り
、
諾
成
契
約
と
の
立
場
に
立
つ
の
は
、
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
と
第
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一
草
案
で
あ
る
。
他
方
、
ラ
イ
ヒ
議
会
に
対
す
る
司
法
省
の
覚
書
で
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
六
〇
七
条
の
規
定
と
ほ
ぼ
同
様
に
借
主
の
返
還
義

務
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
約
束
（Versprechen

）
に
関
す
る
規
定
が
存
す
る
の
は
、
二
〇
〇
〇
年
の
ド
イ
ツ
債

務
法
改
正
前
の
規
定
に
限
れ
ば
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
で
は
契
約
に
関
す
る
第
一
部
第
五
節
第
二
条
、
第
四
条
、
契
約
の
中
止

に
関
す
る
第
一
部
第
五
節
第
九
章
第
三
六
〇
条
、
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
で
は
消
費
貸
借
に
関
す
る
第
二
部
第
二
編
第
一
一
章
六
二
〇

条（
な
お
、バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
六
二
〇
条
は
第
二
部
第
一
編
第
一
章
第
一
八
条
を
準
用
す
る
。）、Ｂ
Ｇ
Ｂ
で
は
旧
六
一
〇
条
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
将
来
の
契
約
締
結
に
関
し
て
明
文
の
規
定
が
あ
る
の
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
第
一
部
第
一
一
節
第
六
章
第
六
五
四

条
、
第
六
五
五
条

　
六
五
七
～
六
五
九
、
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
第
二
部
第
一
編
第
一
章
第
一
八
条
第
一
項
、
第
一
九
条
で
あ
り
、
い

ず
れ
の
法
典
も
、
消
費
貸
借
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
要
物
契
約
構
成
を
採
用
し
て
い
た
。

　
そ
し
て
、
消
費
貸
借
を
要
物
契
約
と
す
る
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
と
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
で
は
、
約
束
（Versprechen

）

に
関
す
る
規
定
が
あ
る
。）

11
（

た
だ
し
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
と
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
と
で
は
、
約
束
（Versprechen

）
の
定

義
が
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
に
お
け
る
約
束
（Versprechen

）
一
般
に
つ
い
て
述
べ
る
。
約
束

（Versprechen

）
と
は
、
権
利
の
移
転
ま
た
は
債
務
負
担
に
向
け
ら
れ
た
意
思
表
示
で
あ
り
（
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
第
一
部
第

五
節
第
一
条
）、
契
約
が
有
効
に
成
立
す
る
た
め
に
は
、
約
束
が
有
効
に
受
領
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
（
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
第

一
部
第
五
節
第
四
条
）。
そ
し
て
、
約
束
者
は
、
約
束
し
た
目
的
物
を
相
手
方
に
引
き
渡
す
こ
と
等
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
損

害
賠
償
等
の
責
任
を
負
う
こ
と
と
な
る
（
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
第
一
部
第
五
節
第
九
章
第
三
〇
〇
条
）。
ま
た
、
将
来
の
消
費

貸
借
に
関
す
る
契
約
が
規
定
さ
れ
、
約
束
者
は
金
銭
の
交
付
義
務
等
の
義
務
が
生
じ
る
。
こ
れ
ら
の
点
で
、
消
費
貸
借
を
要
物
契
約
と

構
成
し
つ
つ
、
金
銭
交
付
前
の
合
意
に
一
定
の
法
的
拘
束
力
を
認
め
よ
う
と
す
る
（
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
第
一
部
第
一
一
節
第

六
章
第
六
五
四
条
）。
ま
た
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
と
同
様
に
、
消
費
貸
借
に
つ
い
て
要
物
契
約
構
成
を
採
る
バ
イ
エ
ル
ン
民
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法
草
案
で
は
、
将
来
の
契
約
締
結
に
関
す
る
合
意
一
般
に
つ
い
て
法
的
拘
束
力
を
認
め
、
当
事
者
に
将
来
の
契
約
締
結
権
を
認
め
、
締

結
を
拒
絶
し
た
場
合
に
は
、
損
害
賠
償
の
義
務
を
負
う
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
た
（
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
第
二
部
第
一
編
第
一
章
第

一
八
条
第
一
項
）。
ま
た
、消
費
貸
借
に
つ
い
て
も
、要
物
契
約
と
し（
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
第
二
部
第
二
編
第
一
一
章
第
六
一
九
条
）、

前
章
第
一
八
条
一
項
を
準
用
し
な
が
ら
、
金
銭
の
交
付
が
適
時
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
つ
い
て
の
規
定
を
設
け
、
金
銭
授
受
前
の

合
意
に
一
定
の
法
的
拘
束
力
を
与
え
、
当
事
者
に
金
銭
交
付
の
訴
え
ま
た
は
解
除
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草

案
第
第
二
部
第
二
編
第
一
一
章
第
六
二
〇
条
）。
ま
た
、
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
で
は
、
貸
主
の
有
す
る
返
還
の
期
待
に
も
一
定
の
配

慮
を
み
せ
、
借
主
の
財
産
状
態
が
著
し
く
悪
化
し
た
場
合
に
は
、
貸
主
が
契
約
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た
（
バ
イ

エ
ル
ン
民
法
草
案
第
二
部
第
二
編
第
一
一
章
第
六
二
一
条
）。

　
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
第
一
部
第
一
一
節
第
六
章
第
六
五
四
条
に
規
定
さ
れ
た
将
来
の
消
費
貸
借
に

関
す
る
契
約
、
お
よ
び
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
第
二
部
第
一
編
第
一
章
第
一
八
条
第
一
項
に
規
定
さ
れ
た
将
来
の
契
約
に
関
す
る
合
意

は
、
と
も
に
契
約
当
事
者
に
主
た
る
契
約
を
締
結
す
る
義
務
を
負
わ
せ
る
よ
う
な
債
務
法
的
な
契
約
で
あ
り
、Fikentscher

が
述
べ
る

と
こ
ろ
の
い
わ
ゆ
る
予
約）

11
（

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
で
は
、
将
来
の
消
費
貸
借
に
関
す
る
予
約
と
し
て

の
契
約
に
基
づ
い
て
、
当
事
者
は
金
銭
の
交
付
等
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
義
務
を
負
う
。
ま
た
、
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
で
は
、
将

来
の
契
約
締
結
に
関
す
る
合
意
に
よ
っ
て
、
当
事
者
は
契
約
締
結
を
求
め
る
請
求
権
が
生
じ
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
、
バ
イ

エ
ル
ン
民
法
草
案
の
い
ず
れ
も
が
、
消
費
貸
借
を
要
物
契
約
と
構
成
し
つ
つ
、
金
銭
交
付
前
の
合
意
に
一
定
の
法
的
拘
束
力
を
認
め
る
。

そ
し
て
、
前
者
で
は
金
銭
の
交
付
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
（diesen Vertrag erfüllen

）
義
務
を
負
い
、
後
者
で
は
契
約
を
締
結
す

る
義
務
を
負
う
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
で
は
、
将
来
の
契
約
締
結
に
関
す
る
合
意
が
成
立
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
本
契
約
の
締
結
を
拒
絶
し
た
場
合
に
は
、
損
害
賠
償
の
義
務
を
負
う
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
た
（
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
第
二
部
第
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一
編
第
一
章
第
一
八
条
第
一
項
）。

　
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
と
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
に
お
い
て
は
、
契
約
の
法
的
性
質
を
要
物
契
約
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
金
銭

交
付
前
の
当
事
者
の
合
意
に
一
定
の
拘
束
力
を
与
え
て
お
り
、
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
で
は
、
こ
う
し
た
合
意
に
よ
っ
て
貸
主
に
金
銭

交
付
義
務
が
生
じ
る
と
構
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
要
物
的
消
費
貸
借
に
お
い
て
も
諾
成
的
消
費
貸
借
と
同
様
に
、
消
費
貸
借
の
合
意
か

ら
生
じ
た
、
借
主
の
金
銭
交
付
に
対
す
る
期
待
を
保
護
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
法
律
構
成
は
、
こ
れ
ま
で
筆
者
が
主
張
し
て

き
た
私
見
と
同
様
の
結
論
を
導
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
売
買
契
約
と
は
異
な
り
、
消
費
貸
借
の
場
合
は
、
貸
主
が

金
銭
交
付
を
し
た
後
に
生
じ
る
こ
と
と
な
る
、
貸
付
金
返
還
へ
の
貸
主
の
信
頼
を
保
護
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
金
銭
交

付
前
の
合
意
に
つ
い
て
法
的
な
拘
束
力
を
認
め
つ
つ
も
、借
主
に
よ
る
返
還
に
対
す
る
貸
主
の
信
頼
が
失
わ
れ
た
と
判
断
で
き
る
場
合
、

た
と
え
ば
現
行
民
法
五
八
九
条
に
規
定
さ
れ
た
借
主
の
破
産
手
続
開
始
決
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
貸
主
が
合
意
の
拘
束
力
を
免
れ
る

と
の
規
定
に
は
十
分
合
理
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
を
一
歩
進
め
て
、
私
見
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
六
一
〇
条
、

お
よ
び
現
行
四
九
〇
条
を
参
考
に
し
つ
つ
、
破
産
手
続
き
に
至
る
前
の
段
階
に
お
い
て
、
借
主
の
財
産
状
態
に
お
い
て
銀
行
取
引
の
停

止
や
担
保
物
件
の
価
値
が
下
落
し
た
結
果
、
貸
主
の
返
還
請
求
権
を
危
殆
化
さ
せ
る
よ
う
な
著
し
い
財
産
状
態
の
悪
化
が
あ
れ
ば
、
貸

主
は
金
銭
の
交
付
義
務
を
免
れ
る
こ
と
と
す
れ
ば
、
当
事
者
間
の
利
害
調
整
を
適
切
に
図
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

　
　
五
、
今
後
の
検
討
課
題

　
　
一
、
債
権
法
改
正
後
の
消
費
貸
借
の
規
定
に
つ
い
て

　
現
行
民
法
第
五
八
七
条
は
、
消
費
貸
借
に
つ
い
て
、「
金
銭
そ
の
他
の
物
を
受
け
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。」
と
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規
定
す
る
こ
と
か
ら
、
消
費
貸
借
契
約
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
要
物
契
約
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
第
五
八
九
条
に
は
、
消

費
貸
借
の
予
約
に
つ
い
て
「
当
事
者
の
一
方
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。」
と
規
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
消
費
貸
借
予
約
に
一
定
の
拘
束
力
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
判
例
は
、

五
八
七
条
の
要
物
性
に
関
連
し
て
、
金
銭
交
付
前
に
作
成
さ
れ
た
公
正
証
書
に
つ
い
て
、
金
銭
授
受
の
と
き
か
ら
債
務
名
義
と
し
て
の

効
力
を
認
め
、
同
様
に
、
金
銭
交
付
前
に
設
定
手
続
き
が
行
わ
れ
た
抵
当
権
を
有
効
と
す
る
判
例
で
は
、
当
事
者
間
に
成
立
し
た
融
資

予
約
に
基
づ
き
、
借
主
は
、
貸
主
に
対
し
て
強
制
執
行
可
能
な
金
銭
交
付
請
求
権
を
有
す
る
と
の
判
断
さ
れ
た
。）

1（
（

ま
た
、
問
題
提
起
で

述
べ
た
と
お
り
、
学
説
の
多
く
は
、
消
費
貸
借
を
諾
成
契
約
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。）

11
（

　
こ
う
し
た
判
例
の
動
向
や
学
説
に
よ
る
要
物
的
消
費
貸
借
契
約
に
対
す
る
批
判
を
受
け
て
、
二
〇
一
七
年
に
成
立
し
た
「
民
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
」
に
よ
り
、
消
費
貸
借
契
約
に
関
す
る
規
定
は
改
正
さ
れ
た
。
改
正
後
の
民
法
で
は
、
第
五
八
七
条
に
よ
り
要
物

的
消
費
貸
借
規
定
を
維
持
し
つ
つ
、
第
五
八
七
条
の
二
第
一
項
に
よ
り
諾
成
的
消
費
貸
借
に
関
す
る
規
定
を
新
設
し
た
。
利
息
付
消
費

貸
借
契
約
に
お
い
て
、
要
物
的
消
費
貸
借
に
つ
い
て
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
と
お
り
、
主
に
貸
主
の
金
銭
交
付
義
務
が
生
じ
な
い
と
い
う

点
に
関
し
て
こ
れ
ま
で
多
く
の
学
説
か
ら
批
判
を
浴
び
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
債
権
法
改
正
に
よ
っ
て
も
維
持
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。）

11
（

そ
の
理
由
と
し
て
、
改
正
法
に
関
す
る
解
説
書
等
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
な
見
解
が
散
見
さ
れ
る
。
ま
ず
、
消
費
貸
借
の
特

性
と
借
主
の
不
安
定
な
地
位
の
回
避
の
必
要
性
が
関
わ
る
と
の
見
解
が
存
す
る
。）

11
（

こ
の
見
解
で
は
、
消
費
貸
借
の
特
性
に
つ
い
て
、
以

下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
際
の
消
費
貸
借
で
は
、
大
部
分
の
場
合
に
借
主
が
消
費
貸
借
を
申
し
込
み
、
貸
主
が
こ
の
借
主

の
申
込
み
に
応
じ
て
承
諾
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
特
性
が
あ
る
。
そ
し
て
、
借
主
の
不
安
定
な
地
位
の
回
避
の
必
要
性

に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
に
説
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
諾
成
的
消
費
貸
借
の
み
が
規
定
さ
れ
る
と
、
法
的
に
は
消
費
貸
借
の
合

意
に
よ
り
、
一
旦
は
借
主
の
貸
主
に
対
す
る
金
銭
交
付
請
求
権
に
基
づ
く
履
行
請
求
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
貸
主
の
『
借
主
の
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信
用
に
関
わ
る
利
益
』」、
す
な
わ
ち
貸
主
が
借
主
に
確
実
に
返
済
し
て
も
ら
う
権
利
を
考
慮
す
る
と
、
借
主
に
信
用
不
安
が
あ
る
場
合

や
貸
主
が
そ
も
そ
も
借
主
の
信
用
審
査
自
体
を
お
こ
な
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
、結
果
的
に
は
貸
主
か
ら
の
契
約
解
除
の
自
由
に
よ
り
、

一
度
認
め
ら
れ
た
は
ず
の
借
主
か
ら
の
履
行
請
求
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
、
借
主
を
そ
う
し
た
不
安
定
な
地
位
に
立
た

せ
る
こ
と
を
回
避
し
つ
つ
、
貸
主
が
借
主
に
よ
る
確
実
な
返
済
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
点
に
鑑
み
て
、
書
面
に
よ
る
場
合
を
除
い
て
、

消
費
貸
借
の
合
意
に
は
法
的
効
力
を
与
え
な
い
も
の
と
す
る
要
物
契
約
を
原
則
型
と
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
評
価
す
る
。他
方
で
、

借
主
が
不
要
な
金
銭
の
借
受
け
を
強
要
さ
れ
な
い
と
い
う
借
主
保
護
の
観
点
か
ら
説
明
す
る
見
解
が
存
す
る
。）

11
（

こ
の
見
解
で
は
、
借
主

が
不
要
と
な
っ
た
金
銭
を
借
り
る
こ
と
を
強
要
さ
れ
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
押
貸
し
を
で
き
る
限
り
抑
止
す
る
と
い
う
借
主
保
護
の
観
点

か
ら
基
礎
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
る
。

　
ま
た
、
第
五
八
七
条
の
二
が
新
設
さ
れ
、
同
条
第
一
項
に
お
い
て
、
書
面
で
す
る
消
費
貸
借
契
約
を
諾
成
契
約
と
す
る
旨
の
規
定
が

置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
項
は
、
書
面
で
す
る
消
費
貸
借
に
つ
い
て
、
当
事
者
の
一
方
が
金
銭
そ
の
他
の
物
を
引
き
渡
す
こ
と
を

約
し
相
手
方
が
そ
の
受
け
取
っ
た
物
と
種
類
、
品
質
お
よ
び
数
量
の
同
じ
物
を
も
っ
て
返
還
す
る
こ
と
を
約
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の
効
力
を
生
ず
る
と
規
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
書
面
で
す
る
消
費
貸
借
に
お
い
て
、
貸
主
が
消
費
貸
借
と
し
て
物
（
多
く
は
金
銭
）

を
貸
す
意
思
を
有
し
て
い
る
こ
と
と
、
借
主
が
貸
主
か
ら
消
費
貸
借
と
し
て
物
を
借
り
、
消
費
し
た
後
に
返
還
す
る
意
思
を
有
し
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
改
正
第
五
八
七
条
の
二
第
一
項
に
よ
っ
て
、
当
事
者
の
合
意
の
み
に
よ
っ
て
成
立
す
る
契
約
諾
成
的

消
費
貸
借
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
諾
成
的
消
費
貸
借
契
約
は
、
書
面
に
よ
る
合
意
が
あ
っ
た
時
点
で
消
費
貸
借
契
約
が
成
立

し
、）

11
（

こ
の
時
点
で
貸
主
の
金
銭
交
付
義
務
と
借
主
の
金
銭
の
返
還
義
務
が
発
生
す
る
。）

11
（

な
お
、
こ
の
場
合
に
も
、
貸
主
の
金
銭
交
付
義

務
は
、
諾
成
的
消
費
貸
借
に
お
い
て
も
、
借
主
の
返
還
義
務
に
対
し
て
先
履
行
の
関
係
に
立
つ
と
さ
れ
る
。）

11
（

そ
の
理
由
と
し
て
、
借
主

か
ら
す
れ
ば
、
消
費
貸
借
の
合
意
に
基
づ
い
て
、
一
定
期
間
、
金
銭
を
利
用
で
き
る
こ
と
が
返
還
義
務
の
前
提
と
な
る
か
ら
で
あ
る
と
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述
べ
ら
れ
る
。
な
お
、
書
面
に
よ
る
諾
成
的
消
費
貸
借
契
約
に
基
づ
く
貸
主
の
金
銭
交
付
義
務
が
発
生
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
改
正

民
法
に
お
い
て
新
設
さ
れ
た
第
五
八
七
条
の
二
第
二
項
第
一
文
に
よ
り
、
借
主
は
、
貸
主
か
ら
金
銭
を
受
領
す
る
ま
で
は
、
契
約
を
解

除
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。
改
正
民
法
に
関
す
る
解
説
書
等
に
よ
れ
ば
、
同
条
第
一
文
の
規
定
が
新
設
さ
れ
た
も
の
の
、

借
主
に
は
借
り
る
義
務
は
な
い
と
さ
れ
る
。）

11
（

改
正
第
五
八
七
条
の
二
第
二
項
第
二
文
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
改
正

債
権
法
に
関
す
る
解
説
書
等
に
よ
れ
ば
、
貸
主
が
得
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
利
息
の
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。）

11
（

金
銭
の

交
付
が
な
い
以
上
、
利
息
の
請
求
が
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
る
。）

1（
（

他
方
、
新
設
第
五
八
七
条
の
二
第
三
項
は
、
現
行
民
法
第
五
八
九
条

と
同
様
に
、
貸
主
側
の
返
還
請
求
権
に
配
慮
す
る
形
で
、
貸
主
の
金
銭
交
付
義
務
の
履
行
拒
絶
に
つ
い
て
規
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
当

事
者
の
一
方
が
破
産
手
続
き
の
開
始
決
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
消
費
貸
借
は
そ
の
効
力
を
失
う
こ
と
と
な
る
。
諾
成
的
消
費
貸
借
が

明
文
化
さ
れ
る
と
同
時
に
、
消
費
貸
借
の
予
約
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
た
現
行
民
法
第
五
八
九
条
が
利
息
に
関
す
る
規
定
へ
と
変
わ

り
、
消
費
貸
借
予
約
の
文
言
は
削
除
さ
れ
た
。

　
　
二
、
今
後
の
検
討
課
題

　
債
権
法
の
改
正
に
よ
っ
て
要
物
契
約
と
し
て
の
消
費
貸
借
と
書
面
に
よ
る
諾
成
的
消
費
貸
借
が
併
存
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結

果
、
書
面
に
よ
る
要
物
的
消
費
貸
借
の
合
意
に
つ
い
て
、
契
約
成
立
過
程
で
の
い
か
な
る
段
階
と
解
す
べ
き
か
、
ま
た
、
当
該
合
意
に

よ
っ
て
法
的
拘
束
力
が
生
じ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。）

11
（

 

　
ま
ず
、
書
面
に
よ
る
要
物
的
消
費
貸
借
の
合
意
を
取
り
上
げ
る
理
由
と
し
て
、
実
質
的
な
要
物
的
消
費
貸
借
の
合
意
が
金
融
実
務

に
お
い
て
増
加
す
る
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
書
面
に
よ
る
要
物
的
消
費
貸
借
の
合
意
が
増
加
す
る
と
考
え
る
理
由
は
以
下
の
と

お
り
で
あ
る
。
新
設
さ
れ
た
改
正
民
法
第
五
八
七
条
の
二
第
一
項
に
よ
れ
ば
、
書
面
に
よ
っ
て
消
費
貸
借
の
合
意
が
な
さ
れ
た
場
合
に
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は
、
諾
成
的
消
費
貸
借
契
約
が
成
立
す
る
。
書
面
に
よ
る
諾
成
的
消
費
貸
借
が
成
立
す
る
と
、
貸
主
は
借
主
に
対
し
て
直
ち
に
金
銭
を

交
付
す
る
義
務
が
発
生
す
る
と
さ
れ
る
。）

11
（

金
銭
交
付
義
務
を
負
い
、
貸
主
が
借
主
に
金
銭
を
交
付
し
た
後
に
、
借
主
は
貸
主
に
対
し
て

返
還
義
務
を
負
う
。
諾
成
的
消
費
貸
借
が
成
立
し
た
と
認
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
貸
主
の
金
銭
交
付
義
務
す
な
わ
ち
借
主
の
金
銭
交
付

請
求
権
は
単
な
る
金
銭
債
権
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
借
主
の
金
銭
交
付
請
求
権
は
、
譲
渡
や
差
押
え
の
対
象
と

な
る
。
生
産
活
動
の
た
め
の
金
銭
消
費
貸
借
の
場
合
に
お
い
て
、
金
銭
交
付
請
求
権
の
譲
渡
や
差
押
え
は
い
わ
ば
貸
付
金
の
目
的
外
使

用
と
も
い
う
べ
き
深
刻
な
状
況
を
作
り
出
す
。
す
な
わ
ち
、
生
産
金
融
で
は
、
貸
主
は
借
主
の
生
産
活
動
に
よ
っ
て
貸
付
金
や
利
息
等

の
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
の
判
断
の
も
と
に
借
主
に
対
し
て
融
資
を
行
う
。
そ
の
た
め
、
貸
主
は
、
借
主
に
よ
っ
て
当

該
金
員
が
生
産
活
動
以
外
の
目
的
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
借
主
の
有
す
る
金
銭
交
付
請
求
権
が
譲
渡
さ
れ
た
り
、
他
の
債

権
者
に
よ
っ
て
差
し
押
え
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
を
可
能
な
限
り
排
除
し
た
い
と
考
え
る
の
は
当
然
で
あ
る
。）

11
（

借
主
に
よ
る
譲
渡
を
防
止

す
る
た
め
に
は
、
譲
渡
禁
止
特
約
を
付
し
た
消
費
貸
借
契
約
を
締
結
す
る
と
の
対
応
が
考
え
ら
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
譲
渡
禁
止

特
約
は
善
意
無
過
失
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
改
正
民
法
四
六
六
条
二
項
、
三
項
）。
し
か
し
、
銀
行
そ
の
他
の
金

融
機
関
と
の
生
産
金
融
に
つ
い
て
、
金
融
機
関
と
借
主
と
の
消
費
貸
借
契
約
に
借
入
金
の
譲
渡
禁
止
特
約
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
取
引

界
で
は
公
知
と
さ
れ
て
い
る
と
の
主
張
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
現
実
に
は
、
善
意
無
過
失
の
第
三
者
と
認
定
さ
れ
る
者
は
ほ
と
ん
ど
現
れ

な
い
可
能
性
は
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
（
以
下
、
部
会
と
引
用
す
る
）
で
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
借

主
に
よ
る
金
銭
交
付
請
求
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
期
限
の
利
益
喪
失
約
款
な
ど
で
対
応
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。）

11
（

一
方
で
、
借
主

の
有
す
る
金
銭
交
付
請
求
権
が
借
主
の
他
の
債
権
者
に
差
し
押
さ
え
ら
れ
る
可
能
性
は
依
然
と
し
て
残
る
。
部
会
の
議
論
で
は
、
消
費

貸
借
に
お
け
る
金
銭
交
付
請
求
権
を
差
押
禁
止
と
す
る
案
が
提
案
さ
れ
た
も
の
の
、
民
法
で
差
押
禁
止
財
産
を
創
設
す
る
こ
と
へ
の
反

対
が
あ
っ
た
た
め
、
金
銭
交
付
請
求
権
の
差
押
禁
止
は
見
送
ら
れ
た）

11
（

か
ら
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
貸
付
金
の
譲
渡
や
差
押
え
を
回
避
す
る
た
め
に
、
金
融
実
務
に
お
い
て
、
書
面
に
よ
る
消
費
貸
借
契
約
に
つ
い
て
実
質
的

に
要
物
的
消
費
貸
借
に
近
づ
け
る
、
あ
る
い
は
、
書
面
に
よ
る
要
物
的
消
費
貸
借
が
検
討
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
貸

す
義
務
」
の
発
生
に
つ
き
そ
の
「
発
生
時
期
」（
融
資
実
行
日
）
を
書
面
に
記
載
す
る
等
の
工
夫
が
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
指
摘
が

あ
る
。）

11
（

あ
る
い
は
、
貸
付
実
行
条
件
等
を
明
記
し
た
諾
成
的
消
費
貸
借
と
書
面
に
よ
る
要
物
的
消
費
貸
借
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。）

11
（

こ
の
提
案
に
示
さ
れ
た
書
面
に
よ
る
要
物
的
消
費
貸
借
と
は
、
貸
主
が
借
主
に
対
し
て
貸
付
金
を
交
付
す
る
こ
と
を
停
止
条

件
と
し
て
効
力
が
生
じ
る
金
銭
消
費
貸
借
契
約
書
で
あ
る
と
さ
れ
る
。）

11
（

こ
う
し
た
債
権
法
改
正
へ
の
実
務
の
対
応
は
、
民
法
の
規
定
や

取
引
約
款
で
対
応
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
、
借
主
の
金
銭
交
付
請
求
権
に
対
す
る
差
押
え
を
免
れ
る
た
め
に
考
え
出
さ

れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
書
面
に
よ
る
要
物
的
消
費
貸
借
の
合
意
、
も
し
く
は
実
質
的
に
は
要
物
契
約
に
近

い
書
面
に
よ
る
諾
成
的
消
費
貸
借
が
増
加
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
で
は
、
書
面
に
よ
る
要
物
的
消
費
貸
借
の
合
意
が
な
さ
れ
た
と
す
る
と
、
貸
主
に
金
銭
交
付
義
務
が
生
じ
る
の
か
、
生
じ
る
と
す
れ

ば
、
い
か
な
る
法
律
構
成
に
よ
る
も
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
理
由
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
債
権
法
改
正
に
関
す
る

解
説
書
に
よ
れ
ば
、
諾
成
的
消
費
貸
借
契
約
の
成
立
に
書
面
を
要
求
し
た
理
由
と
し
て
は
、
消
費
貸
借
の
前
提
と
し
て
の
合
意
と
諾
成

的
消
費
貸
借
契
約
と
を
区
別
す
る
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
る
。）

11
（

す
る
と
、
書
面
に
よ
る
消
費
貸
借
の
合
意
は
す
べ
て
諾
成
的
消
費
貸
借
契

約
で
あ
る
と
い
え
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
契
約
自
由
の
原
則
に
鑑
み
れ
ば
、
書
面
に
よ
る
要
物
的
消
費
貸
借
の
合
意
を
す
る
こ
と

は
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
書
面
に
よ
る
消
費
貸
借
が
す
べ
て
諾
成
的
消
費
貸
借
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
と
の
指
摘
も
存
す
る
。）

1（
（

こ
の
見

解
で
は
、「『
貸
す
義
務
』
を
借
主
（
原
文
マ
マ
）
が
明
記
し
な
い
限
り
」
要
物
契
約
で
あ
る
消
費
貸
借
を
書
面
で
締
結
し
た
も
の
と
解

す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
第
五
八
七
条
の
二
第
一
項
に
関
す
る
複
数
の
解
説
書
に
お
い
て
、
諾
成
的
消
費
貸
借
の
成
立
に
必

要
な
書
面
に
は
、
貸
主
の
金
銭
交
付
の
意
思
と
借
主
の
返
還
の
意
思
と
が
あ
ら
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、）

11
（

貸
主
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の
金
銭
交
付
の
意
思
が
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
書
面
に
よ
る
消
費
貸
借
の
合
意
は
書
面
に
よ
る
要
物
的
消
費
貸
借
の
合
意
が
な
さ
れ
た
と

解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
の
見
解
も
見
受
け
ら
れ
る
。）

11
（

さ
ら
に
「
貸
す
義
務
」
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
直
ち
に
貸
す
義
務

が
発
生
し
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
付
言
す
る
見
解
も
見
受
け
ら
れ
る
。）

11
（

　
改
正
民
法
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
解
説
を
概
観
し
た
か
ぎ
り
で
は
、
上
記
の
と
お
り
書
面
に
よ
る
要
物
的
消
費
貸
借
の
合
意
が
な
さ

れ
た
場
合
に
つ
い
て
、
契
約
成
立
過
程
の
い
か
な
る
段
階
と
評
価
す
べ
き
か
に
つ
い
て
分
か
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
書
面
に
よ
る
要

物
的
消
費
貸
借
の
合
意
に
よ
っ
て
当
事
者
に
対
す
る
法
的
拘
束
力
が
生
じ
る
か
否
か
に
つ
い
て
見
解
が
分
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
す
な

わ
ち
、
書
面
に
よ
る
要
物
的
消
費
貸
借
の
合
意
に
よ
っ
て
金
銭
交
付
義
務
が
直
ち
に
は
発
生
し
な
い
が
、
金
銭
交
付
義
務
自
体
は
生
じ

て
い
る
の
か
、そ
れ
と
も
、要
物
的
消
費
貸
借
の
合
意
に
は
貸
主
の
金
銭
交
付
義
務
自
体
が
発
生
し
な
い
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
な
っ

て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
要
物
的
消
費
貸
借
契
約
は
、
金
銭
の
授
受
に
よ
っ
て
契
約
が
成
立
す
る
こ
と
か
ら
、
要
物
的

消
費
貸
借
契
約
の
合
意
の
み
に
よ
っ
て
貸
主
の
金
銭
交
付
義
務
は
生
じ
な
い
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
要
物
的
消
費
貸
借

の
合
意
が
「
書
面
」
で
な
さ
れ
て
い
る
以
上
、
改
正
民
法
第
五
八
七
条
の
二
第
一
項
に
よ
り
貸
主
の
金
銭
交
付
義
務
が
発
生
す
る
と
解

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。）

11
（

さ
ら
に
、
書
面
に
よ
る
要
物
的
消
費
貸
借
に
基
づ
い
て
貸
主
の
金
銭
交
付
義
務
が
発
生
す
る
と
し
て
も
、

い
か
な
る
法
律
構
成
に
よ
る
も
の
か
に
つ
い
て
も
問
題
と
な
り
う
る
。
た
と
え
ば
、
消
費
貸
借
の
予
約
に
基
づ
い
て
金
銭
交
付
義
務
が

生
じ
た
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
債
権
法
改
正
の
法
案
作
成
に
携
わ
っ
た
担
当
者
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
五
九
〇
条
か
ら
「
消
費

貸
借
予
約
」
の
文
言
が
削
除
さ
れ
た
が
、
消
費
貸
借
予
約
の
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
趣
旨
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。）

11
（

あ
る
い
は
、
消

費
貸
借
の
予
約
以
外
の
構
成
も
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
書
面
に
よ
っ
て
金
銭
の
交
付
を
停
止
条
件
と
す
る
金
銭
消
費
貸
借
の
合
意

が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
合
意
の
解
釈
の
問
題
で
あ
る
と
述
べ
る
見
解
が
存
す
る
。）

11
（

こ
こ
で
は
、
契
約
成
立
前
の
段
階
を
当
事
者
が
意

識
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
、
つ
ま
り
、
予
約
に
よ
っ
て
契
約
成
立
過
程
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
点
で
効
力
が
認
め
ら
れ
る
べ
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き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
金
銭
の
交
付
を
停
止
条
件
と
す
る
消
費
貸
借
に
つ
い
て
書
面
が
作
成
さ
れ
た
場
合
に
、
諾
成
的

消
費
貸
借
、
消
費
貸
借
の
予
約
、
金
銭
の
交
付
を
停
止
条
件
と
す
る
消
費
貸
借
、
要
物
契
約
の
前
提
と
し
て
の
合
意
な
ど
の
い
ず
れ
に

該
当
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
合
意
の
解
釈
の
問
題
で
あ
る
と
の
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
で
は
、
各
合
意
の
法
的
拘
束
力
の
有

無
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
に
加
え
、一
般
当
座
貸
越
契
約
が
要
物
的
消
費
貸
借
の
予
約
で
あ
る
と
解
す
る
見
解
で
は
、

法
的
拘
束
力
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。）

11
（

す
な
わ
ち
、
一
般
当
座
貸
越
契
約
で
は
、
金
融
機
関
が
金
融
情
勢
の
変
化
や
債
権

保
全
等
の
相
当
の
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
金
銭
交
付
義
務
を
免
れ
る
と
の
約
定
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
諾
成
的
消
費
貸
借
の
予
約
で
は

な
く
、
要
物
的
消
費
貸
借
の
予
約
と
解
す
る
余
地
は
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
書
面
に
よ
る
要
物
的
消
費
貸
借
の
合
意
に
関
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
改
正

さ
れ
た
債
権
法
は
二
〇
二
〇
年
四
月
か
ら
施
行
さ
れ
る
以
上
、
今
後
さ
ら
に
議
論
が
深
化
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
書
面
に
よ

る
要
物
的
消
費
貸
借
に
関
し
て
、
現
段
階
で
の
私
見
を
簡
単
に
述
べ
て
お
く
。

　
新
設
さ
れ
た
五
八
七
条
の
二
第
一
項
に
よ
り
諾
成
的
消
費
貸
借
が
明
文
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
貸
主
の
金
銭
交
付
義
務
が
消
費

貸
借
の
合
意
に
よ
っ
て
の
み
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
点
に
大
き
な
意
義
が
あ
る
。
し
か
し
、
銀
行
実
務
と
し
て
は
、
前
述
の
と
お
り
、

可
能
な
限
り
諾
成
的
消
費
貸
借
を
回
避
し
、
貸
主
の
金
銭
交
付
義
務
が
生
じ
な
い
要
物
的
消
費
貸
借
を
維
持
す
る
こ
と
に
努
め
る
で
あ

ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
筆
者
と
し
て
は
、
金
融
機
関
側
の
債
権
回
収
に
慎
重
な
態
度
を
非
難
す
る
も
の
で
は
な

い
。
と
は
い
え
、
消
費
貸
借
の
合
意
が
成
立
し
、
借
主
が
貸
主
か
ら
金
銭
を
借
り
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
頼
し
、
第
三
者
と
の
新
た
な

法
律
行
為
を
形
成
し
た
後
に
な
っ
て
、
貸
主
が
借
主
に
金
銭
交
付
を
お
こ
な
わ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
借
主
に
損
害
が
生
じ
る
可
能
性
は

皆
無
と
は
い
え
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
要
物
的
消
費
貸
借
契
約
を
貸
主
側
が
利
用
し
、
借
主
に
生
じ
た
損

害
に
つ
い
て
貸
主
が
一
切
の
責
任
を
免
れ
る
と
い
っ
た
主
張
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
と
、
あ
ま
り
に
も
貸
主
保
護
に
傾
き
す
ぎ
る
の
で
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は
な
い
か
と
考
え
る
。
本
稿
で
分
析
し
た
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
や
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
で
は
、
要
物
的
消
費
貸
借
の
規
定
を

置
き
な
が
ら
、
金
銭
交
付
に
先
立
つ
合
意
に
一
定
の
法
的
拘
束
力
を
認
め
、
契
約
締
結
を
求
め
る
請
求
権
や
損
害
賠
償
請
求
権
が
認
め

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
を
参
考
に
、
改
正
後
の
債
権
法
に
お
い
て
も
、
将
来
の
契
約
締
結
に
関
し
て
書
面
で
な
さ
れ
た
合
意
に

一
定
の
法
的
拘
束
力
を
認
め
、
貸
主
に
金
銭
交
付
義
務
を
負
わ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
書
面
で
な
さ
れ
た
要

物
的
消
費
貸
借
の
合
意
に
つ
い
て
は
、
要
物
的
消
費
貸
借
予
約
と
解
し
、
借
主
に
は
貸
主
に
対
し
て
本
契
約
締
結
を
請
求
す
る
こ
と
を

認
め
る
。
な
お
、
本
契
約
締
結
請
求
の
内
容
と
し
て
は
、
借
主
は
貸
主
に
金
銭
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
る
の
が
妥
当

で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
も
、
借
主
が
貸
主
に
対
し
て
ま
ず
本
契
約
締
結
の
意
思
表
示
判
決
を
求
め
、
そ
の
勝
訴
が
確
定
し
た
後
で
金

銭
交
付
請
求
を
行
う
こ
と
は
迂
遠
で
あ
る
と
の
指
摘
が
存
ず
る
。（

（（
（

私
見
と
し
て
も
こ
れ
に
し
た
が
い
た
い
。
な
お
、
要
物
的
消
費
貸
借

の
予
約
に
基
づ
い
て
借
主
が
金
銭
交
付
を
請
求
す
る
と
し
て
も
、
借
主
が
破
産
手
続
き
開
始
の
決
定
を
受
け
た
と
き
は
、
諾
成
的
消
費

貸
借
の
規
定
を
類
推
適
用
し
、
貸
主
が
金
銭
交
付
義
務
か
ら
免
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
に
し
た
が
う
。（

（11
（

　
書
面
に
よ
る
要
物
的
消
費
貸
借
の
合
意
に
関
し
て
、
改
正
に
関
す
る
解
説
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い

う
現
状
に
鑑
み
れ
ば
、
要
物
的
消
費
貸
借
の
法
的
拘
束
力
に
関
わ
る
問
題
に
つ
い
て
、
今
回
の
改
正
に
よ
っ
て
画
一
的
に
解
決
さ
れ
た

と
は
い
い
が
た
く
、
さ
ら
に
議
論
を
重
ね
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
、
諾
成
的
消
費
貸
借
契
約
の
成
立
要
件
と
し
て
の
書

面
に
関
す
る
研
究
、
お
よ
び
、
書
面
に
よ
る
要
物
的
消
費
貸
借
に
つ
い
て
契
約
成
立
過
程
に
お
い
て
い
か
な
る
段
階
と
解
し
、
法
的
拘

束
力
が
発
生
す
る
の
か
に
関
す
る
整
理
・
分
析
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

注（
１
）
本
稿
で
は
、
日
本
民
法
に
つ
い
て
一
八
九
六
年
に
制
定
さ
れ
た
民
法
を
現
行
民
法
と
引
用
し
、
二
〇
二
〇
年
施
行
予
定
の
民
法
を
改
正
民
法
と
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引
用
す
る
。

（
２
）
ド
イ
ツ
民
法
に
関
し
て
、Lam

m
el/R

uckert, L. Schafer, Schm
oeckel , Zim

m
erm

ann, H
istorisch-kritischer K

om
m

entar zum
 B

G
B B

and.Ⅲ

Teilband.Ⅰ
2013, S.329

に
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。

（
３
）
要
物
的
消
費
貸
借
契
約
で
は
、
融
資
の
約
束
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
際
に
金
銭
を
受
け
取
る
ま
で
融
資
を
受
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
分
か

ら
な
い
の
で
は
、
借
主
は
そ
の
融
資
を
前
提
と
す
る
計
画
等
を
立
て
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
と
い
っ
た
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
信
山
社
編
集

部
編
『
新
法
シ
リ
ー
ズ
試
案
編
三 

③
民
法
改
正
中
間
試
案
〔
確
定
全
文
＋
概
要
＋
補
足
説
明
〕』（
信
山
社
、
二
〇
一
三
年
）
四
四
二
頁
）。

（
４
）
現
行
民
法
五
八
七
条
の
下
で
は
、
金
銭
授
受
に
先
立
つ
消
費
貸
借
の
合
意
が
完
全
に
成
立
し
、
ま
た
は
、
貸
出
条
件
の
主
要
な
部
分
が
確
定
し

て
当
事
者
を
拘
束
す
る
よ
う
な
合
意
が
成
立
し
た
段
階
に
つ
い
て
い
か
な
る
契
約
段
階
で
あ
る
と
解
す
る
か
に
つ
い
て
、以
下
に
学
説
を
概
観
す
る
。

　
　
　
金
銭
授
受
に
先
立
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
消
費
貸
借
の
合
意
に
つ
い
て
は
、
大
き
く
諾
成
的
消
費
貸
借
を
認
め
る
見
解
と
認
め
な
い
見
解
と
に

分
か
れ
、
前
者
は
さ
ら
に
三
つ
に
分
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
諾
成
的
消
費
貸
借
を
認
め
つ
つ
、
消
費
貸
借
の
予
約
（
現
行
民
法
第
五
五
九
条
、

五
五
六
条
）
に
基
づ
い
て
要
物
契
約
と
し
て
の
消
費
貸
借
（
現
行
民
法
第
五
八
七
条
）
の
成
立
を
認
め
る
見
解
と
、
無
名
契
約
と
し
て
の
諾
成
的

消
費
貸
借
契
約
を
認
め
る
見
解
、
立
法
論
と
し
て
諾
成
的
消
費
貸
借
契
約
を
認
め
る
見
解
と
に
分
か
れ
る
。

　
　
　
諾
成
的
消
費
貸
借
を
認
め
つ
つ
、
消
費
貸
借
の
予
約
（
現
行
民
法
第
五
五
六
条
に
い
う
「
予
約
」）
に
基
づ
い
て
、
要
物
契
約
と
し
て
の
消
費
貸

借
（
現
行
民
法
第
五
八
七
条
）
の
成
立
を
認
め
る
立
場
（
我
妻
栄
『
債
権
各
論
中
一
巻
Ⅴ
二
』（
以
下
、
我
妻
と
引
用
す
る
。）
三
五
四
頁
五
一
二
、

広
中
俊
雄
『
広
中
俊
雄
著
作
集
一
契
約
と
そ
の
法
的
保
護
』（
創
文
社
一
九
九
二
年
）、
同
『
債
権
法
各
論
講
義

　
第
六
版
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
四

年
（
平
六
年
））（
以
下
、
広
中
・
債
権
法
と
引
用
す
る
。）
一
一
二
頁
）
で
は
、
当
事
者
意
思
に
適
す
る
と
し
て
、
利
息
付
消
費
貸
借
契
約
の
予
約

に
も
貸
主
の
金
銭
交
付
義
務
を
認
め
る
（
我
妻
三
五
四
頁
五
一
二
）。

　
　
　
消
費
貸
借
の
「
予
約
」
に
つ
い
て
、
当
事
者
の
一
方
に
予
約
完
結
権
を
与
え
る
売
買
一
方
の
予
約
（
現
行
民
法
第
五
五
六
条
）
を
準
用
し
（
現

行
民
法
第
五
五
九
条
）、
貸
主
一
方
の
予
約
、
借
主
一
方
の
予
約
を
検
討
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
見
解
も
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

貸
主
に
の
み
予
約
完
結
権
を
与
え
る
貸
主
一
方
の
予
約
と
、
借
主
に
予
約
完
結
権
を
与
え
る
借
主
一
方
の
予
約
の
両
方
を
認
め
る
見
解
と
、
借
主
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一
方
の
予
約
の
み
を
認
め
る
見
解
と
が
あ
る
。
前
者
は
、予
約
権
利
者
が
予
約
完
結
権
を
行
使
す
る
と
、諾
成
的
消
費
貸
借
が
成
立
す
る
と
い
う（
鈴

木
祿
弥
『
債
権
法
講
義
（
三
訂
版
）』（
創
文
社
一
九
九
五
年
（
平
成
七
年
）（
以
下
、
鈴
木
と
引
用
す
る
。）
三
七
一
頁
四
一
七
）。
後
者
は
、
実
際

上
の
必
要
性
か
ら
借
主
一
方
の
予
約
の
み
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
た
だ
し
、
借
主
一
方
の
予
約
に
関
す
る
考
え
方
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。

す
な
わ
ち
、
借
主
一
方
の
予
約
を
諾
成
的
消
費
貸
借
と
同
視
す
る
立
場
（
来
栖
三
郎
『
契
約
法
』（
有
斐
閣
法
律
学
全
集
一
九
七
四
年
（
昭
和
四
九

年
）（
以
下
、
来
栖
と
引
用
す
る
。）
二
五
七
頁
）
と
、
当
事
者
の
通
常
の
意
思
を
考
慮
し
て
予
約
の
拘
束
力
を
認
め
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
進

ん
で
諾
成
的
消
費
貸
借
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
立
場
（
広
中
債
権
法
各
論

　
一
一
二
頁
）
と
に
分
類
さ
れ
る
。

　
　
　
ま
た
、
消
費
貸
借
契
約
に
つ
い
て
諾
成
契
約
と
す
べ
き
と
の
見
解
が
存
す
る
（
椿
久
美
子
「
要
物
的
消
費
貸
借
・
諾
成
的
消
費
貸
借
・
消
費

貸
借
予
約
の
効
力
と
相
互
関
係
」
中
央
学
院
大
学
法
学
論
叢
一
三
巻
二
号
（
以
下
、
椿
と
引
用
す
る
。）
二
九
三
、三
〇
一
～
三
〇
二
、三
一
二
～

三
一
六
、三
六
八
～
三
六
九
頁
は
、
無
利
息
、
利
息
付
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
則
と
し
て
諾
成
的
消
費
貸
借
を
認
め
る
。
鎌
野
邦
樹
『
金
銭
消
費
貸
借

と
利
息
の
制
限
（
叢
書
民
法
総
合
判
例
研
究
）』（
一
粒
社
一
九
九
九
年
）（
以
下
、
鎌
野
・
叢
書
と
引
用
す
る
。）
一
五
七
頁
、
一
六
四
頁
は
、
消

費
貸
借
契
約
に
つ
い
て
諾
成
的
消
費
貸
借
を
立
法
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。）。

　
　
　
そ
の
ほ
か
に
、
諾
成
的
消
費
貸
借
契
約
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
を
認
め
な
い
見
解
も
存
す
る
（
三
宅
正
男
『
契
約
法
（
各
論
）
下
巻
』（
青
林
書

院
新
社
一
九
八
八
年
（
昭
和
六
三
年
））（
以
下
、
三
宅
と
引
用
す
る
。）
五
三
三
頁
）。
こ
こ
で
は
、
金
銭
授
受
前
に
「
債
務
負
担
の
拘
束
的
合
意
」

が
あ
れ
ば
、
現
行
民
法
五
五
六
条
と
は
異
な
る
消
費
貸
借
の
予
約
が
成
立
し
た
と
し
、
金
銭
の
授
受
後
に
合
意
が
あ
れ
ば
、
消
費
貸
借
契
約
が
成

立
し
た
と
解
す
る
。

（
５
）
広
中
俊
雄
「
民
法
五
八
七
条
注
釈
」
幾
代
通
・
広
中
俊
雄
編
『
新
版
注
釈
民
法
（
15
）』（
有
斐
閣
、
一
九
八
九
年
（
平
成
元
年
））
一
四
頁
。

（
６
）
鎌
野
邦
樹
「
第
七
章 

消
費
貸
借
」
安
永
正
昭
・
鎌
田
薫
・
能
見
善
久
監
修
『
債
権
法
改
正
と
民
法
学
Ⅲ
契
約
（
２
）』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
八

年
）（
以
下
、
鎌
野
・
債
権
法
改
正
と
民
法
学
と
引
用
す
る
。）
二
二
三
～
二
二
四
頁
。

（
７
）
石
川
博
康
「
債
権
法
改
正
を
め
ぐ
る
理
論
的
諸
問
題
」
司
法
研
修
所
論
集
一
二
七
号
（
二
〇
一
七
年
）（
以
下
、石
川
と
引
用
す
る
。）
一
五
四
頁
。

平
野
裕
之
『
新
債
権
法
の
論
点
と
解
釈
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
九
年
）（
以
下
、
平
野
と
引
用
す
る
。）
三
五
八
頁
も
こ
の
見
解
を
支
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持
す
る
。

（
８
）
中
田
裕
康
『
契
約
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）
三
五
〇
頁
、
千
葉
恵
美
子
「
五
〇 

消
費
貸
借
」
潮
見
佳
男
・
千
葉
恵
美
子
・
片
山
直
也
・

山
野
目
章
夫
編
『
詳
解 

改
正
民
法
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
八
年
）（
以
下
、
千
葉
と
引
用
す
る
。）
四
四
八
頁
。

（
９
）
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
の
補
足
説
明
四
四
二
頁
部
会
資
料
五
七
第
二 

一
、
筒
井
健
夫
・
村
松
秀
樹
編
著
『
一
問
一
答
』

（
以
下
、
一
問
一
答
と
引
用
す
る
。）
二
九
二
頁
、
三
枝
健
治
「
一
九
一 

消
費
貸
借
の
成
立
」
潮
見
佳
男
・
北
居
功
・
高
須
順
一
・
赫
高
規
・
中
込

一
洋
・
松
岡
久
和
編
著
『B

efore A
fter

』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
七
年
）（
以
下
、B

efore A
fter

と
引
用
す
る
）
三
八
三
頁
、「
第
三
節 

消
費
貸
借 

本

論
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
（
内
田
貴
）」
鎌
田
薫
・
内
田
貴
・
青
山
大
樹
・
末
廣
裕
亮
・
篠
原
孝
典
著
『
重
要
論
点
実
務
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
』（
商

事
法
務
、
二
〇
一
九
年
）（
以
下
、
内
田
と
引
用
す
る
。）
三
二
二
頁
。

（
10
）
中
田
裕
康
「
三 

消
費
貸
借
」
中
田
裕
康
・
大
村
敦
志
・
道
垣
内
弘
人
・
沖
野
眞
已
著
『
講
義 

債
権
法
改
正
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
七
）（
以
下
、

中
田
・
講
義
と
引
用
す
る
。）
二
八
五
頁
。

（
11
）Brox,Besonderes Schuldrecht,Vierzehnte,verbesserte A

ufl.,S.144;Esser/W
eyers,Schuldrecht BandⅡ

 Besonderer Teil,7.völlig neubearbeitete 

A
ufl., 1991 S.214 ; Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts A

llgem
einer Teil 14A

ufl., 1989, S.300 ; M
edicus, SchuldrechtⅡ

 B
esonderer 

Teil,10.neubearbeitete A
ufl., 2000, S.143 287 ; Schönle, B

ank- und B
ösenrecht 2 A

ufl., 1976, S.138 ; Soergel, B
ürgerliches G

esetzbuch, 

B
and 3, 54 A

ufl., 1980, zum
 §607, R

n.2.

（H
äuser

）

（
12
）C

anaris, Schuldrechtsreform
 2002, 2002, S.302;D

auner-Lieb, A
nw

altkom
m

entar Schuldrecht（A
nw

K
om

-B
G

B
-B

earteiter§1 R
d.1

）, 

2002 S.638 R
n.2 ; a.a.O

.,D
as N

eue Schuldrecht Ein Lehrbuch, 2002 S.286 R
n. 2 ; R

einer Schulze, B
ürgerliches G

esetzbuch, 2.A
ufl. 

（G
esetzesstand:N

eufassung des B
G

B
 vom

2.Januar 2002

（B
G

B
l.2002Ⅰ

,42

））, S.600 R
d.1 ; Lorenz-R

iehm
, Lehrbuch zum

 neuen 

Schuldrecht, 2002, S. 335 ; M
ünchener K

om
m

entar zum
 B

G
B

 8. A
ufl., 2019, R

n.9

（B
erger

）

（
13
）Avancini-Iro-K

oziol, Ö
sterreichsches B

ankvertragsrecht B
d., 2., 1993 S.2

～ 4 ; Praxiskom
m

entar, zum
 A

B
G

B
 B

and 5, 2., neubearbeitete 

und erw
eiterte A

ufl., 1997§983, S.659

（B
inder

）; B
oehm

er, R
ealverträge im

 heutigen R
echte, A

rchiv für B
ürgerliches R

echt, 38, 1913, 
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S.325, S.330 ; D
em

elius, R
ealkontrakte im

 heutigen R
echt, Jhering Jahrbücher, 3 B

and., 1859, S.408

～ 409 ; Ehrenzw
eig, System

 des 

österreichischen allgem
einen Privatrechts  2 B

and., 2 A
ufl., 1928, S.396§331 ; H

abietinek, S.134

～ 136 ; H
arrer-H

örzinger, Zur R
echtsnatur 

des D
arlehens, Ö

JZ 1990, S.614 ; H
asenöhl, D

as O
esterreichische O

bligationenrecht, 1982, S.358

～359, 361 ; K
irchsteller, C

om
m

entar 

zum
 O

esterreichischen A
llgem

einen bürgerlichen G
esetzbuche, 4 durchgesehene und verbesserte A

ufl., 1882, S.505 ; K
ohler, G

esam
m

elte 

A
bhandlungen aus dem

 gem
einen und französischen C

ivilrecht , 1883, S.59 ; U
nger, R

ealcontracte im
 heutigen R

echt, Jhering Jahrbücher 8

（
14
）2008/48/EG

 A
B

l 2008 L133 S66

（
15
）A

rt 11 D
alehens-und K

reditrechts-Ä
nderungsgesetz B

G
B

lⅠ
2010/28

（
16
）
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
要
綱
仮
案
（
以
下
、
要
綱
仮
案
と
引
用
す
る
）
が
出
さ
れ
た
段
階
で
、
実
務
界
か
ら
は
以
下
の
よ
う
な

危
惧
が
示
さ
れ
て
い
た
。
三
上
徹
「
債
権
法
研
究
会
報
告 

消
費
貸
借
」
金
融
法
務
事
情
二
〇
〇
八
号
二
六
頁
（
注
一
〇
）
に
よ
れ
ば
、
貸
主
側
が

消
費
貸
借
の
契
約
の
中
に
譲
渡
禁
止
特
約
を
盛
り
込
む
に
よ
っ
て
貸
付
金
の
目
的
外
利
用
を
防
止
し
よ
う
と
し
て
も
、
当
該
特
約
は
善
意
無
重
過

失
の
第
三
者
に
対
抗
で
き
な
い
上
に
、
要
綱
仮
案
で
は
譲
渡
禁
止
特
約
の
効
力
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
万
全
で
は
な
い
と
の
指
摘
が
な

さ
れ
て
い
た
。

　
　
　
ま
た
、
法
制
審
議
会
に
お
い
て
も
、
消
費
貸
借
を
諾
成
契
約
と
し
て
規
定
し
た
場
合
に
、
借
主
の
金
銭
交
付
請
求
権
が
単
な
る
金
銭
債
権
と
な

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
請
求
権
が
債
権
譲
渡
や
差
押
え
の
対
象
と
な
る
と
、
貸
付
金
が
事
実
上
の
目
的
外
に
利
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、

金
融
機
関
に
と
っ
て
は
、
安
心
し
て
貸
付
の
合
意
を
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
（「
第
四
四

　
消
費
貸
借
」
商
事
法
務
編
『
民

法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
の
補
足
説
明
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
一
）
三
四
六
頁
三
二
三
）。

　
　
　
な
お
、
法
制
審
議
会
の
部
会
で
は
、
借
主
の
目
的
外
使
用
に
つ
い
て
は
、
貸
主
が
期
限
の
利
益
喪
失
条
項
や
使
途
制
限
条
項
を
設
け
る
こ
と
に

よ
り
回
避
す
べ
き
で
あ
り
、
使
途
制
限
条
項
が
付
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
借
主
が
目
的
外
使
用
を
し
た
場
合
の
リ
ス
ク
は
貸
主
が
負
う

旨
の
発
言
が
あ
っ
た
（
道
垣
内
弘
人
幹
事
発
言
「
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
第
一
五
回
会
議 

議
事
録
」『
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
資
料
集 

第
一

集
〈
第
四
巻
〉』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
一
年
）
八
〇
頁
）。
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（
17
）　「
貸
す
義
務
」
の
発
生
に
つ
き
そ
の
「
発
生
時
期
」（
融
資
実
行
日
）
を
書
面
に
記
載
す
る
等
の
工
夫
を
す
べ
き
と
の
指
摘
が
あ
る
（「
民
法
改

正
と
金
融
取
引
に
お
け
る
対
応
ポ
イ
ン
ト
」
銀
行
法
務
二
一
第
八
一
九
号
（
二
〇
一
七
年
九
月
増
刊
号
）
二
五
頁
）。
あ
る
い
は
、
貸
付
実
行
条

件
等
を
明
記
し
た
諾
成
的
消
費
貸
借
と
書
面
に
よ
る
要
物
的
消
費
貸
借
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
長
谷
川
卓
「
第
一
三
章 

消
費
貸

借
」
井
上
聡
・
松
尾
博
憲
編
著
『practical

金
融
法
務 

債
権
法
改
正
』（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
二
〇
一
七
年
）（
以
下
、
長
谷
川
と
引
用
す
る
） 

三
一
四
頁
）。
こ
こ
で
は
、
書
面
に
よ
る
要
物
的
消
費
貸
借
に
つ
い
て
、
貸
主
が
借
主
に
対
し
て
貸
付
金
を
交
付
す
る
こ
と
を
停
止
条
件
と
し
て
効

力
が
生
じ
る
金
銭
消
費
貸
借
契
約
書
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
（
長
谷
川
三
一
七
頁
）。

（
18
）　
改
正
民
法
第
五
八
七
条
の
二
第
一
項
に
諾
成
契
約
の
成
立
に
書
面
要
件
が
加
え
ら
れ
た
理
由
と
し
て
、
要
物
的
消
費
貸
借
の
合
意
と
諾
成
的
消

費
貸
借
と
を
区
別
す
る
た
め
で
あ
る
と
す
る
見
解
に
立
っ
た
と
し
て
も
、
実
務
で
は
書
面
に
よ
る
要
物
的
消
費
貸
借
が
存
在
す
る
可
能
性
を
否
定

で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

（
19
）
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
立
法
過
程
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
し
た
。

　
　
　R

iedel, J. von Staudingers K
om

m
entar zum

 B
ürgerlichen G

esetzbuch, m
it Einführungsgesetz und N

ebengesetzen 2. B
and, 2. Teil, 11. 

neubearbeitete A
ufl., 1955, S.1052

～1056 §607 Vorbem
. R

n.1

～ 3

、
ヴ
ィ
ー
ア
ッ
カ
ー
著
鈴
木
祿
弥
訳
『
近
世
私
法
史
』（
創
文
堂
一
九
四
一

年
（
昭
和
三
六
年
））
三
九
六
～
四
二
二
頁
、
五
六
五
～
五
九
二
頁
、
大
木
雅
夫
著
『
比
較
法
講
義
』（
東
京
大
学
出
版
一
九
九
二
年
）
二
一
七
～

二
二
〇
頁
、
山
田
晟
『
ド
イ
ツ
法
概
論
Ⅱ
［
第
三
版
］』（
有
斐
閣
一
九
八
七
年
（
昭
和
六
二
年
））
五
～
一
三
頁
）。

　
　
　
な
お
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
第
六
〇
七
条
、
旧
第
六
一
〇
条
、
第
四
八
八
条
一
項
（
旧
第
六
〇
七
条
に
対
応
す
る
）、
第
四
九
〇
条
一
項
（
旧
第
六
一
〇
条

に
相
当
す
る
）
に
関
す
る
邦
訳
を
掲
げ
る
。
旧
第
六
〇
七
条
、
旧
第
六
一
〇
条
に
つ
い
て
は
、
右
近
健
男
編
『
注
釈
ド
イ
ツ
契
約
法
』（
三
省
堂

一
九
九
五
年
（
平
成
七
年
））
に
よ
る
。
ま
た
、
第
四
八
八
条
一
項
、
第
四
九
〇
条
一
項
に
つ
い
て
は
拙
訳
を
掲
げ
る
。

　
　
　
赤
松
秀
岳
、
右
近
健
男
編
『
注
釈
ド
イ
ツ
契
約
法
』（
三
省
堂
一
九
九
五
年
（
平
成
七
年
））（
以
下
、
赤
松
と
引
用
す
る
。）
三
五
九
頁
。

　
　
　
第
六
〇
七
条
［
消
費
貸
借
の
意
義
］

　
　（
一
）
金
銭
そ
の
他
の
代
替
物
を
消
費
貸
借
の
目
的
と
し
て
受
領
し
た
者
は
、
受
領
し
た
物
と
同
種
、
同
質
及
び
同
量
の
物
を
貸
主
に
返
還
す
る
義
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務
を
負
う
。

　
　（
二
）　
他
の
原
因
に
基
づ
き
金
銭
そ
の
他
の
代
替
物
を
給
付
す
る
義
務
を
負
う
者
は
、
債
権
者
と
の
合
意
に
よ
り
、
そ
の
金
銭
又
は
物
を
消
費
貸

借
の
目
的
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
赤
松
、
三
七
〇
頁

　
　
　
第
六
一
〇
条
［
消
費
貸
借
の
約
束
］

　
　
　
消
費
貸
借
の
目
的
物
の
交
付
を
約
束
し
た
者
は
、
相
手
方
の
財
産
関
係
に
著
し
い
悪
化
が
生
じ
、
そ
の
た
め
に
返
還
請
求
権
が
危
う
く
な
る
場

合
に
は
、
疑
わ
し
い
と
き
は
、
そ
の
約
束
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
第
四
八
八
条

　
契
約
上
の
主
た
る
債
務

　
　（
一
）
消
費
貸
借
契
約
に
よ
り
、
貸
主
は
借
主
に
対
し
て
合
意
し
た
額
の
金
員
を
利
用
さ
せ
る
義
務
を
負
う
。
借
主
は
、
債
務
を
負
担
し
て
い
る
利

息
を
支
払
い
、
利
用
し
た
消
費
貸
借
を
弁
済
期
に
返
還
す
る
義
務
を
負
う
。

　
第
四
九
〇
条

　
　（
一
）
借
主
の
財
産
状
態
の
悪
化
又
は
消
費
貸
借
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
担
保
の
価
値
（W

erthaltigkeit

）
に
お
い
て
、
担
保
を
換
価
し
た
と
し
て

も
消
費
貸
借
の
返
還
が
危
殆
化
す
る
、
著
し
い
悪
化
が
生
じ
又
は
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
に
、
貸
主
は
消
費
貸
借
の
交
付
前
に
疑
わ
し
い
場

合
に
は
、
常
に
消
費
貸
借
契
約
を
解
約
告
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
交
付
を
し
た
後
で
あ
っ
て
も
、
通
常
の
場
合
に
は
、
た
だ
ち
に
消
費

貸
借
契
約
を
解
約
告
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
20
）
な
お
、
本
稿
で
取
り
扱
う
ド
イ
ツ
の
各
立
法
例
で
は
、
後
述
の
と
お
り
、
約
束
（Versprechen

）
に
関
す
る
規
定
が
散
見
さ
れ
る
（
プ
ロ
イ
セ

ン
一
般
ラ
ン
ト
法
第
一
部
第
五
節
第
二
条
、
第
四
条
、
第
一
部
第
五
節
第
九
章
第
三
六
〇
条
、
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
第
二
部
第
一
編
第
一
章
第

六
二
〇
条
（
な
お
、
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
第
六
二
〇
条
は
第
一
八
条
を
準
用
す
る
。）、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
第
六
一
〇
条
を
参
照
の
こ
と
）。
ま
た
、
プ
ロ

イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
第
一
部
第
一
一
節
第
六
章
第
六
五
四
条
、
第
六
五
五
条
、
第
六
五
七
～
第
六
五
九
、
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
第
二
部
第
一
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編
第
一
章
第
一
八
条
第
一
項
、第
一
九
条
に
は
、約
束
と
は
異
な
る
概
念
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
、将
来
の
契
約
締
結
に
関
す
る
規
定
が
存
在
し
た
。

そ
の
た
め
、
消
費
貸
借
契
約
（D

arlehensvertrag

）、
消
費
貸
借
の
約
束
（D

arlehensversprechen

）、
消
費
貸
借
の
予
約
（D

arlehensvorvertrag

）

の
関
係
に
つ
い
て
こ
こ
で
簡
単
に
整
理
し
て
お
く
。

　
　
　
ま
ず
、
消
費
貸
借
予
約
（D

arlehensvertrag

）
と
関
連
し
て
、
予
約
一
般
に
つ
い
て
述
べ
る
。
ド
イ
ツ
民
法
に
お
い
て
、
日
本
民
法
第
五
五
六

条
に
い
う
売
買
一
方
の
予
約
に
相
当
す
る
規
定
は
な
い
。
し
か
し
、
債
務
法
改
正
前
よ
り
申
込
み
に
関
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
第
一
四
五
条
の
規
定
が
存
在

し
、
ま
た
、
当
事
者
を
法
律
上
拘
束
す
る
よ
う
な
契
約
の
前
段
階
（Vorstufen des Vertrags

）
と
い
う
概
念
と
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、「
予
約
」

と
い
う
用
語
が
説
明
さ
れ
る
（B

rox, A
llgem

eines Schuldrecht, 23 A
ufl.,1996, S.38 ; Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts A

llgem
einer Teil 

14A
ufl., 1989

（
以
下
、Larenz
と
引
用
す
る
。）, S.85

）。
予
約
と
は
、
契
約
当
事
者
に
主
た
る
契
約
を
締
結
す
る
義
務
を
負
わ
せ
る
よ
う
な
債
務

法
的
な
契
約
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
（Fikentscher, Schuldrecht 8.,neubearbeitete A

ufl., 1992

（
以
下
、Fikentscher

と
引
用
す
る
。）,  S.91.

）。
そ

れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
予
約
の
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。Larenz

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
契
約
を
い
っ
た

ん
は
締
結
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
主
た
る
契
約
の
締
結
に
対
し
て
ま
だ
何
か
が
障
害
と
な
っ
て
い
る
事
由
が
あ
る
よ
う
な
場
合
、
当
事
者
は
予

約
を
締
結
す
る
よ
う
で
あ
る
。
当
事
者
が
よ
り
詳
細
な
内
容
あ
る
い
は
時
期
に
関
す
る
重
要
な
す
べ
て
の
状
況
を
把
握
し
て
い
な
い
場
合
、
特

に
予
約
が
締
結
さ
れ
る
の
で
あ
る
（Larenz, a.a.O

., S.85.

）。
ま
たH

enrich

の
言
う
と
こ
ろ
で
は
、「
当
事
者
の
契
約
に
対
す
る
意
思
に
従
っ

て
、
本
来
到
達
し
よ
う
と
し
た
目
的
に
向
け
ら
れ
た
契
約
を
締
結
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
が
、
法
律
上
も
し
く
は
事
実
上
の
理
由
か
ら
ま
だ
準

備
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
場
合
、
常
に
予
約
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
も
し
当
事
者
が
意
図
す
る
経
済
上
の
効
果
を
直
接
か
つ
最
終

的
に
生
ぜ
し
め
る
つ
も
り
で
あ
る
な
ら
ば
、
予
約
が
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
主
た
る
契
約
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。」（H

enrich, Vorvertrag, 

O
ptionsvertrag, Vorrechtsvertrag, M

arburg, 1965, S.115.

）

　
　
　
つ
ぎ
に
、
学
説
上
、
消
費
貸
借
契
約
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
要
物
契
約
（Fikentscher, a.a.O

., S.517.

）
と
諾
成
契
約
（Esser/W

eyers, 

Schuldrecht B
andⅡ

 B
esonderer Teil, 7.völlig neubearbeitete A

ufl., 1991

（
以
下
、Esser/W

eyers

と
引
用
す
る
。）, S.214 ; Larenz, a.a.O

,. S.298; 

M
edicus, SchuldrechtⅡ

 B
esonderer Teil, 7.neubearbeitete A

ufl., 1995, S.137 ; Schönle, B
ank-und B

ösenrecht 2 A
ufl., 1976., S.138.

）
と
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に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
に
よ
っ
て
、
消
費
貸
借
の
約
束
（D

arlehensversprechen

）、
消
費
貸
借
の
予
約
（D

arlehensvorvertrag

）
の
捉
え

方
が
変
わ
る
。

　
　
　
消
費
貸
借
の
約
束
（D

arlehensversprechen

）
は
、Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
第
六
一
〇
条
の
規
定
を
見
る
限
り
、い
か
な
る
契
約
段
階
を
示
す
概
念
で
あ
る
か
、

す
な
わ
ち
こ
の
文
言
は
消
費
貸
借
の
主
た
る
契
約
か
、
消
費
貸
借
予
約
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
特
別
に
定
め
ら
れ
た
消
費
貸
借
の
約
束
と
い
う
概

念
を
指
す
か
に
つ
い
て
明
ら
か
で
は
な
い
。ま
た
、消
費
貸
借
の
予
約
に
関
し
て
は
そ
も
そ
も
条
文
に
使
用
さ
れ
て
い
る
文
言
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、

二
〇
〇
二
年
債
務
法
改
正
前
に
お
い
て
、
や
は
り
先
ほ
ど
の
消
費
貸
借
の
約
束
と
同
様
に
、
い
か
な
る
契
約
段
階
を
指
す
言
葉
で
あ
る
か
に
つ
い

て
争
い
が
あ
っ
た
。

　
　
　Esser

は
、
消
費
貸
借
を
諾
成
契
約
と
と
ら
え
、
消
費
貸
借
の
約
束
（D

arlehensversprechen

）
と
消
費
貸
借
予
約
（D

arlehensvorvertrag

）
と

は
一
致
す
る
と
い
う
（Esser/W

eyers, a.a.O
., S.214.

）。
ま
た
、
原
則
的
に
は
要
物
契
約
と
し
て
の
消
費
貸
借
の
予
約
が
消
費
貸
借
の
約
束
で
あ
る

と
し
た
上
で
、
諾
成
契
約
と
し
て
の
消
費
貸
借
に
予
約
を
認
め
る
見
解
（Palandt, B

ürgerliches G
esetzbuch, B

and 7, 56, neubearbeitete, 1997, 

vor §607, S.652, A
nm

.3.

）も
見
受
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、消
費
貸
借
を
諾
成
契
約
と
し
つ
つ
、予
約
は
消
費
貸
借
の
約
束（D

arlehensversprechen

）

を
含
ま
な
い
と
い
う（M

ünchener K
om

m
entar zum

 B
ürgerliches G

esetzbuch, B
and 3 Schuldrecht

・B
esonderer Teil 1. H

albband, zum
§607, 

S.1207, R
d.35.

）。Fikentscher

は
、
消
費
貸
借
を
要
物
契
約
と
し
た
上
で
、
そ
の
予
約
は
交
付
に
よ
る
意
思
表
示
と
消
費
貸
借
物
の
交
付
と
受
領

を
約
束
す
る
と
い
う
（Fikentscher, a.a.O

. S.517

）。

　
　
　
本
稿
で
扱
う
ド
イ
ツ
の
各
ラ
ン
ト
法
お
よ
び
ド
イ
ツ
民
法
制
定
時
の
議
論
で
は
、
消
費
貸
借
の
法
的
性
質
に
関
す
る
議
論
は
あ
っ
た
も
の
の
、

予
約
な
い
し
は
消
費
貸
借
予
約
と
い
う
用
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
後
述
の
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
と
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
の

条
文
を
概
観
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
約
束
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の
法
的
拘
束
力
、
た
と
え
ば
契
約
成
立
に
よ
っ
て
当
事
者
間
に
生
じ
る
債
権
債
務
関

係
と
同
様
の
拘
束
力
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
な
い
。
諾
成
契
約
構
成
を
採
用
し
た
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
と
第
一
草
案
で
は
約
束
（Versprechen

）
と

消
費
貸
借
の
予
約
（D

arlehensvorvertrag

）
と
諾
成
的
消
費
貸
借
契
約
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
調
査
し
え
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
ほ
ぼ
論
じ
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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契
約
成
立
に
向
け
ら
れ
た
意
思
表
示
の
意
味
に
つ
い
て
詳
細
な
研
究
が
行
わ
れ
た
滝
沢
昌
彦
著
『
契
約
成
立
プ
ロ
セ
ス
の
研
究
』（
有
斐
閣

二
〇
〇
三
年
）（
本
稿
に
お
け
る
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
、
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
の
試
訳
は
同
論
文
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。）、
と
く

に
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
に
関
す
る
三
四
頁
、
三
八
頁
、
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
に
関
す
る
四
二
頁
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
現
れ
る

約
束
（Versprechen

）
は
、
申
込
み
の
意
思
表
示
に
限
り
な
く
近
い
概
念
で
あ
る
と
解
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一

般
ラ
ン
ト
法
お
よ
び
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
に
書
か
れ
た
約
束
（Versprechen

）
と
い
う
文
言
は
、Fickntscher

やLarenz

が
想
定
し
て
い
た
予
約

（Vorvertrag

）、
す
な
わ
ち
当
事
者
を
拘
束
す
る
効
力
が
生
じ
る
よ
う
な
債
務
法
的
契
約
と
し
て
の
予
約
と
は
異
な
る
概
念
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、本
稿
に
お
け
る
約
束
と
い
う
文
言
に
つ
い
て
は
、前
記
滝
沢
論
文
を
参
照
し
つ
つ
、申
込
み
の
意
思
表
示
と
し
て
取
り
扱
う
。
な
お
、

消
費
貸
借
に
関
す
る
約
束
（Versprechen

）
と
消
費
貸
借
の
予
約
（D

arlehensvorvertrag

）
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
、
消
費
貸
借
契
約
と
消
費
貸

借
の
約
束
（Versprechen

）
と
消
費
貸
借
の
予
約
（D

arlehensvorvertrag

）
と
に
つ
い
て
は
紙
幅
の
関
係
上
、
別
稿
に
て
論
ず
る
こ
と
と
す
る
。

（
21
）
ロ
ー
マ
法
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
し
た
。H

uschke, D
ie Lehre des R

öm
ischen R

echits vom
 D

arlehen und den dazu 

gehörigen M
aterieren, 1882

（
以
下
、Huschke

と
引
用
す
る
。） ; K

aser, R
öm

isches Privatrecht, 16. A
ufl, 1992

（
以
下
、Kaser

と
引
用
す
る
。）、

小
野
秀
誠
『
契
約
に
お
け
る
自
由
と
拘
束
』（
信
山
社
）
二
〇
〇
八
年
五
頁
（
以
下
、
小
野
と
引
用
す
る
。）、
河
上
正
二
訳
著
『
歴
史
の
中
の
民
法
』

（
日
本
評
論
社
二
〇
〇
一
年
）（
以
下
、
河
上
と
引
用
す
る
。）、
ク
リ
ン
ゲ
ン
ベ
ル
ク
著
瀧
澤
栄
治
訳
『
ロ
ー
マ
債
権
法
講
義
』（
大
学
教
育
出
版

二
〇
〇
一
年
）（
以
下
、
ク
リ
ン
ゲ
ン
ベ
ル
グ-

瀧
澤
と
引
用
す
る
）、
船
田
享
二
『
ロ
ー
マ
法
第
三
巻
』（
岩
波
書
店
一
九
七
〇
年
）（
以
下
、
船
田

と
引
用
す
る
）、
塙
浩
『
塙
浩
著
作
集
八

　
フ
リ
ッ
ツ
・
シ
ュ
ル
ツ

　
古
典
期
ロ
ー
マ
私
法
要
説
』（
信
山
社
一
九
九
二
年
（
平
成
四
年
））（
以
下
、

塙–

シ
ュ
ル
ツ
と
引
用
す
る
）、原
田
慶
吉
『
ロ
ー
マ
法
第
五
版
』（
有
斐
閣
一
九
五
四
年
（
昭
和
二
九
年
））
一
五
五
頁
（
以
下
、原
田
と
引
用
す
る
。）、

広
中
著
作
集
。Kaser, R

öm
isches Privatrecht, 10. verbesserte A

ufl. 1977
に
は
邦
訳
が
存
在
す
る（
カ
ー
ザ
ー
著
柴
田
光
蔵
訳『
ロ
ー
マ
私
法
概
説
』

（
創
文
社
一
九
七
九
年
（
昭
和
五
四
年
）。

　
　
　
な
お
、
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
消
費
貸
借
の
規
定
に
関
す
る
優
れ
た
先
行
研
究
と
し
て
、
前
述
の
広
中
俊
雄
『
広
中
俊
雄
著
作
集
一 

契
約
と
そ
の

法
的
保
護
』（
創
文
社
一
九
九
二
年
）
を
挙
げ
る
。
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（
22
）G

aius 3

・  88

、Inst 3

・  13

前
文, B

ehrends/K
nütel/K

upisch/Seiler, C
orpus Iuris C

ivilis B
andⅠ

Institutionen

（
以
下
、B

ehrends/K
nütel/

K
upisch/Seiler

と
引
用
す
る
。）2. verbesserte und erw

eiterte A
ufl., S.171

、
船
田
八
九
頁
四
四
三
。

　
　
　
こ
れ
ら
の
法
文
に
つ
き
、
以
下
の
文
献
に
よ
る
邦
訳
を
掲
げ
る
。
佐
藤
篤
士
監
訳
『
ガ
ー
イ
ウ
ス
法
学
提
要
』（
敬
文
堂
二
〇
〇
二
年
）（
以
下
、

佐
藤
と
引
用
す
る
。）
一
四
一
頁
、
矢
田
一
雄
『
ユ
ー
ス
テ
ィ
ー
ニ
ア
ー
ヌ
ス
帝
法
学
提
要
』（
厳
翠
堂
、
一
九
三
九
年
）（
以
下
、
矢
田
と
引
用
す

る
。）
一
九
二
頁
。

　
　
　G

aius 3

・ 88
こ
こ
か
ら
わ
れ
ら
れ
は
債
権
債
務
関
係
に
移
ろ
う
。
そ
れ
を
最
も
大
き
く
分
け
れ
ば
二
つ
の
種
類
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て

の
債
権
債
務
関
係
は
、
あ
る
い
は
契
約
か
ら
、
あ
る
い
は
不
法
行
為
か
ら
生
じ
る
。

　
　
　Inst. 3

・ 13

・
前
文

　
い
ま
や
債
務
関
係
に
移
ら
ん
と
す
、
債
務
関
係
と
は
吾
人
の
国
法
に
従
い
或
る
債
務
を
弁
済
せ
ん
が
為
め
の
必
要
に
因

り
強
制
せ
ら
る
る
法
鎖
を
謂
う
。

（
23
）
広
中
著
作
集
一
二
四
頁
、
ク
リ
ン
ゲ
ン
ベ
ル
ク–

瀧
澤
一
六
九
頁
。

（
24
）Inst. 3

・ 14

・
前
文  2, B

ehrends/K
nütel/K

upisch/Seiler, S.172 ; K
aser , S.184

、
小
野
五
頁
、
船
田
八
九
頁
四
四
三
、
同
九
七
頁
四
四
五
、

塙
六
六
一
頁
第
六
節
八
七
五
、
矢
田
一
九
三
頁
。
な
お
、
原
田
一
七
七
頁
に
よ
れ
ば
、
古
典
法
の
要
物
契
約
と
は
、
物
の
供
与
に
よ
っ
て
所
有
権

の
移
転
を
伴
う
契
約
の
意
の
如
く
で
あ
る
と
し
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
法
ま
た
現
代
法
の
要
物
契
約
の
如
く
、
物
の
交
付
に
よ
っ
て
成
立
す
る

契
約
で
は
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
。

　
　
　
以
下
に
、
前
掲
佐
藤
一
四
二
頁
の
邦
訳
と
前
掲
矢
田
一
九
四
頁
の
邦
訳
と
を
掲
げ
る
。
な
お
、Inst. 3

・ 14

・
前
文
二
は
、
消
費
貸
借
に
関
連

す
る
部
分
を
抜
粋
し
た
。

　
　
　G

aius3

・ 90

　
　
　
物
に
よ
り
債
権
債
務
関
係
が
締
結
さ
れ
る
の
は
、
例
え
ば
消
費
の
た
め
に
物
を
付
与
す
る
場
合
で
あ
る
。〈
と
こ
ろ
で
、
消
費
の
た
め
に
物
を
付

与
す
る
こ
と
は
〉、
本
来
、［
一
般
に
（
佐
藤
一
四
二
頁
注
一
七
〇
に
よ
れ
ば
、N

elson-M
anthe

で
は
、［
一
般
に
（fere

）］
に
（
？
）
が
付
い
て

い
る
と
さ
れ
る
）］
重
量
、
数
量
、
容
量
で
確
定
さ
れ
る
物
、
す
な
わ
ち
鋳
造
貨
幣
、
葡
萄
酒
、
オ
リ
ー
ブ
油
、
穀
物
、
銅
、
銀
、
金
に
つ
い
て
生
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じ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
物
に
つ
い
て
、
物
が
受
領
者
の
も
の
と
な
り
、
そ
し
て
特
定
の
時
期
に
同
じ
物
で
は
な
く
同
じ
性
質
を
も
つ

別
の
物
が
わ
れ
わ
れ
に
返
還
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
あ
る
い
は
数
量
で
、
あ
る
い
は
容
量
で
、
あ
る
い
は
重
量
で
は
か
っ
て
与
え
る
。
こ

の
よ
う
に
し
て
私
か
ら
あ
な
た
に
与
え
ら
れ
た
物
は
、私
の
も
の
か
ら
（ex m
eo

）
あ
な
た
の
も
の
（tuum

）
と
な
る
の
で
、消
費
貸
借
（m

utuum

）

と
も
よ
ば
れ
た
。）。

　
　
　Inst. 3
・ 14
・
前
文
二

　
　
　
或
る
物
を
使
用
す
る
が
為
め
に
付
与
せ
ら
る
る
即
ち
使
用
貸
借
せ
ら
る
る
者
は
…
（
中
略
）
…
其
の
返
還
す
べ
き
物
自
体
に
就
き
て
責
を
負
へ

た
り
。
而
し
て
消
費
貸
借
の
借
主
が
若
し
如
何
な
る
偶
発
の
事
由
例
へ
ば
火
災
・
崩
壊
・
難
船
又
は
盗
賊
若
く
は
敵
の
侵
略
に
よ
り
貸
借
の
目
的

物
を
滅
失
し
た
る
と
き
も
依
然
と
し
て
債
務
者
は
存
続
す
。
然
れ
ど
も
使
用
貸
借
の
借
主
は
（
使
用
貸
借
に
関
す
る
記
述
の
た
め
、
以
下
を
省
略

す
る
）。）。

（
25
）
広
中
著
作
集
一
二
四
頁
。

（
26
）G

aius, 4, 19 

以
下
、
船
田
八
九
～
九
〇
頁
、
広
中
一
二
三
頁
、
一
二
四
頁
。

　
　
　G

aius 4

・ 19

、G
aius 4

・ 20

に
つ
い
て
は
、
佐
藤
、
一
八
七
～
一
八
八
頁
の
邦
訳
を
掲
げ
る
。

　
　
　G

aius 4

・ 19

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
法
律
訴
訟
は
シ
ー
リ
ウ
ス
法
お
よ
び
カ
ル
プ
ル
ニ
ウ
ス
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
確
定
金
銭
に
つ
い
て
は
シ
ー

リ
ウ
ス
法
に
よ
っ
て
、
確
定
物
す
べ
て
に
つ
い
て
は
カ
ル
プ
ル
ニ
ウ
ス
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
。

　
　
　G

aius 4

・ 20

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
が
、
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
神
聖
賭
金
ま
た
は
審
判
人
申
請
に
よ
っ
て
訴
訟
を
行

う
こ
と
が
で
き
た
の
に
、
な
ぜ
こ
の
法
律
訴
訟
が
求
め
ら
れ
た
の
か
、
大
い
に
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。）。
ま
た
、
古
典
時
代
に
は
、
消
費
貸
借

の
返
還
に
関
す
る
合
意
と
と
も
に
行
わ
れ
る
客
体
の
供
与
に
よ
っ
て
請
求
が
確
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
確
定
貸
金
訴
権
（actio certae creditae 

pecuniae

）
や
確
定
物
のcondictio

訴
権
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
、
借
主
の
返
還
す
べ
き
金
額
ま
た
は
物
の
量
は
か
な
ら
ず
供
与
さ
れ
た
額
ま
た
は
量
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と
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（Paul. D

.2

・ 14

・ 17

・
前
文
、B

ehrends/K
nütel/K

upisch/Seiler, C
orpus Iuris C

ivilisⅡ
 D

igesten 1-10 

B
and 2, S. 235 ; H

uschke, S. 1

～8, K
aser, S.185

、
船
田
九
七
頁
、
原
田
一
七
八
頁
、
広
中
著
作
集
一
五
五
頁
注
三
三
、
ク
リ
ン
ゲ
ン
ベ
ル
グ

–
瀧
澤
一
六
八
頁
。

　
　
　Paul. D

.2
・ 14

・ 17

・
前
文
に
つ
い
て
春
木
一
郎
『
ユ
ー
ス
テ
ィ
ー
ニ
ア
ー
ヌ
ス
帝
學
説
彙
纂
プ
ロ
ー
タ
』（
有
斐
閣
、一
九
三
八
年
（
昭
和
一
三
年
））

二
四
七
～
二
四
八
頁
に
よ
る
訳
を
掲
げ
る
。

　
　
　Paul. D

.2

・ 14
・ 17
・
前
文

　
　
　
若
し
予
が
汝
に
十
を
与
へ
汝
を
し
て
二
十
に
付
て
予
に
債
務
を
負
は
し
む
る
こ
と
を
約
束
す
る
と
き
は
十
以
上
の
額
に
付
き
て
債
務
関
係
は
発

生
せ
ず
、
何
故
と
な
れ
ば
給
付
に
因
る
の
債
務
関
係
は
現
に
与
へ
ら
れ
る
額
の
範
囲
以
上
に
之
を
契
約
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
ば
な
り
（
原
文
は
旧

漢
字
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
便
宜
上
新
漢
字
に
変
更
し
た
。）

（
27
）Paul. D

.2

・ 14

・ 17

・
前
文
、K

aser, S.185

、
河
上
二
二
九
頁
、
船
田
九
七
頁
四
四
五
。

（
28
）
船
田
九
七
頁
四
四
五
。

（
29
）H

uschke, S.28

～ 45

、
塙
六
六
二
頁
～
六
六
三
頁
八
七
七
、
船
田
八
九
頁
四
四
三
、
ク
リ
ン
ゲ
ン
ベ
ル
グ–

瀧
澤
一
六
八
頁
。

（
30
）Paul. D

. 45, 1, 68

、K
aser, S.184

。

（
31
）K

aser, S.184

　
原
田
一
五
五
頁
。

（
32
）
原
田
一
五
五
頁
。

（
33
）
ク
リ
ン
ゲ
ン
ベ
ル
グ–

瀧
澤
一
六
九
頁
。

（
34
）K

aser, S.185

、
原
田
一
六
五
頁
、
船
田
一
四
～
一
五
頁
四
二
四
、九
七
頁
四
四
五
、三
〇
七
頁
五
〇
七
、二
二
五
頁
。

（
35
）K
aser, S.185

、
河
上
一
六
八
頁
。

（
36
）
船
田
九
七
頁
四
四
五
。

（
37
）
第
一
部
第
五
節
第
一
条
か
ら
第
三
条
に
つ
い
て
はH

attenhauer/G
ernert, A

llgem
eines Landrecht für die preußischen Staaten von1794 2., 

ドイツ民法制定時における消費貸借の法的性質をめぐる議論について

103（熊本法学148号 ’20）



Erw
eiterte A

ufl.,1994

（
以
下
、Hattenhauer/G

ernert

と
引
用
す
る
。）,  S.74

、
第
一
部
第
五
節
第
四
条
に
つ
い
て
は
、Hattenhauer/G

ernert, a.a.O
., 

S.75

を
参
照
の
こ
と
。

（
38
）Leske, Vergleichende D

arstellung des B
ürgerlichen G

esetzbuches für das D
eutsche R

eich und des Preußischen A
llgem

einen Landrechts, 

3,.B
and, 1900, S.250 §79

。

（
39
）H

attenhauer / G
ernert, a.a.O

., S.156

）
お
よ
び
第
五
節
第
九
章
第
三
六
〇
条
（H

attenhauer/G
ernert, a.a.O

., S.86

。

（
40
）Entw

urf eines B
ürgerlichen G

esetzbuchs für das K
önigreich B

ayern 1861-1864 m
it M

otiven N
eudrucke Privatrechtlicher K

odifikationen 

und Entw
ürfe des 19. Jahrhunderts B

d.3, 1973

（
以
下
、B

ayern - Entw
urf

と
引
用
す
る
）, S.38

）。

（
41
）B

ayern - Entw
urf, a.a.O

., S.495

（  191

）。

（
42
）B

ayern - Entw
urf, a.a.O

., S.496
（ 192

）。

（
43
）B

ayern - Entw
urf, a.a.O

., S.496
（ 192
）。

（
44
）B

ayern - Entw
urf, a.a.O

., S.496

（ 192
）。

（
45
）B

ayern - Entw
urf, a.a.O

., S.140

。

（
46
）H

eim
, N

euerungen des Entw
urfs eines bürgerlichen G

esetzbuchs für das deutsche R
eich im

 Vergleich m
it dem

 bürgerlichen 

G
esetzbuche für das K

önigreich Sachsen, 1891, S.46 ; D
as B

ürgerliche G
esetzbuch für das K

önigreich Sachsen nach den hierzu 

ergangenen Entscheidungen der Spruchbehörden B
and 1, 1878

（
以
下
、Sachsen - Entw

urf

と
引
用
す
る
。）, S. 

四
三
六
～
四
三
七
。

（
47
）M

ugdan, D
ie gesam

m
ten M

aterialien zum
 B

ürgerlichen G
esetzbuch für das D

eutsche R
eich, B

and2, 1899, S.179 ; J. von Staudingers 

K
om

m
entar zum

 B
ürgerlichen G

esetzbuch m
it Einführungsgesetz und  N

ebengesetzen erstes B
uch 13. B

earb., 2011 R
n.11 

（Freitag

執
筆
、

以
下
、Freitag/Staudinger 2011

と
引
用
す
る
。）

（
48
）D

resdener Entw
urf eines allgem

einen deutschen G
esetzes über Schuldverhältnisse von 1866, N

eudrucke Privatrechtlicher 

K
odifikationen und Entw

ürfe des 19. Jahrhunderts B
d.2, 1973, S.104

。

論　　　説

104（熊本法学148号 ’20） （熊本法学148号 ’20）



（
49
）Jakobs / Schubert D

ie B
eratung des B

ürgerliches G
esetzbuch, 1980, R

echt der SchuldverhaltnisseⅡ

（
以
下
、Jakobs/Schubert B

eratung

と
引
用
す
る
。）, S.721

。

（
50
）D

ernburg/B
ierm

ann, Pandekten, 2. B
and,7 Verbesserte A

ufl, 1903,

（
以
下
、D

ernburg / B
ierm

ann

と
引
用
す
る,

）, S.232

～ 233

。

（
51
）D

ernburg/B
ierm

ann, a.a.O
., S.231

～ 233.

（
52
）D

ernburg/B
ierm

ann, a.a.O
., S.232. 

な
お
、
一
八
一
一
年
の
公
布
以
来
、
金
銭
を
目
的
と
す
る
消
費
貸
借
も
含
め
た
す
べ
て
の
消
費
貸
借

契
約
を
要
物
契
約
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
た
Ａ
Ｂ
Ｇ
Ｂ
旧
九
八
三
条
に
関
す
る
文
献
で
は
あ
る
が
、
同
様
の
見
解
を
示
す
文
献
と
し
てSchey, 

O
bligationsverfältnisse des österreichischen allgem

einen Privatrechts 1. B
and, 1.H

eft, 1890, S.43, S.172

が
あ
る
。

（
53
）Jakobs / Schubert B

eratung, a.a.O
., S.719.

（
54
）Jakobs / Schubert B

eratung, a.a.O
., S.719.

（
55
）Jakobs / Schubert B

eratung, a.a.O
., S.721; M

otive zu dem
 Entw

urfe eines B
ürgerlichen G

esetzbuches für das D
eutsche R

eich. B
and 2. 

1888

（
以
下
、M

otive

と
引
用
す
る
。）, S.306, §453; M

ugdan, D
ie gesam

uten M
aterialien zum

 B
ürgerlichen G

esetzbuch für das D
eutsche 

R
eich, B

and2, 1899, S.169

～ 170 ; D
ernburg/B

ierm
ann, Pandekten, 2. B

and,7 Verbesserte A
ufl, 1903

（
以
下
、D

ernburg/B
ierm

ann

と
引

用
す
る
。）, S.231

～ 233 ; W
indscheid/K

ipp, Lehrbuch des Pandektenrechts, 2. B
and, 8. A

ufl., 1900

（
以
下
、Windscheid/K

ipp

と
引
用
す
る
。）, 

S.531

～ 532.

（
56
）W

indscheid / K
ipp,  a.a.O

., S.536 A
nm

er kung 6.

（
57
）D

ie M
otive zur D

arlehens-Vorlage , M
otive zum

 A
llgem

einer Teil des O
bligationenrechts ; C

rom
e, D

ie Partiarischen R
echtsgeschäfte 

nach röm
ischem

 und heutigem
 R

eichsrecht, 1897 S.368

～ 369

も
同
様
に
、
要
物
契
約
は
歴
史
的
な
意
義
し
か
も
た
ず
、
も
は
や
意
味
が
な
い

と
し
て
、
消
費
貸
借
契
約
を
諾
成
契
約
と
規
定
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

（
58
）D

ie M
otive zur D

arlehens-Vorlage , M
otive zum

 A
llgem

einer Teil des O
bligationenrechts.

（
59
）M

otive, S.316.
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（
60
）Entw

urf eines bürgerlichen G
esetzbuchs : Vorlage an den R

eichstag m
it D

enkschrift, 1896, 100 Jahre bürgerliches G
esetzbuch. 

B
ürgerliches R

echt 1, D
enkschrift zum

 Entw
urf eines bürgerlichen G

esetzbuchs nebst A
nlagen.

（
以
下
、Vorlage an den R

eichstag m
it 

D
enkschrift

と
引
用
す
る
。）。

（
61
）Vorlage an den R

eichstag m
it D

enkschrift, a.a.O
., S.99.

（
62
）Jakobs/Schubert B

eratung, a.a.O
., S.721.

（
63
）Jakobs/Schubert B

eratung, a.a.O
., S.719.

（
64
）K

urlbaum

も
こ
の
点
を
指
摘
す
る
（Jakobs/Schubert B
eratung, a.a.O

., S.722

）。

（
65
）
第
一
提
案
「
融
資
の
提
供
（K

reditgew
ährung

）
の
み
が
約
束
さ
れ
る
よ
う
な
契
約
、
特
に
消
費
貸
借
を
確
約
す
る
（zusichern

）
よ
う
な
契

約
に
際
し
て
、約
束
の
解
除
権（R

ücktrittrecht

）は
、契
約
の
締
結
後
、他
方
当
事
者
が
約
束
の
担
保
を
著
し
く
危
殆
化
さ
せ
る
よ
う
な（gefährdend

）

財
産
の
減
少
が
生
じ
た
場
合
に
、
疑
わ
し
い
と
き
に
は
留
保
さ
れ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
。」（Jakobs / Schubert B

eratung, a.a.O
., S.722

）。

（
66
）M

otive, S.314

。

（
67
）Vorlage an den R

eichstag m
it D

enkschrift, a.a.O
., S.99.

（
68
）
船
田
九
七
頁
四
四
五

（
69
）
約
束
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
第
一
部
第
五
節
第
二
条
、
第
四
条
、
第
一
部
第
五
節
第
九
章
第
三
六
〇
条
、

バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
第
二
部
第
一
編
第
一
章
第
六
二
〇
条
（
な
お
、
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
第
六
二
〇
条
は
第
一
八
条
を
準
用
す
る
。）、
Ｂ
Ｇ

Ｂ
旧
第
六
一
〇
条
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
将
来
の
契
約
締
結
ま
た
は
将
来
の
金
銭
交
付
に
関
す
る
規
定
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
第
一

部
第
一
一
節
第
六
章
第
六
五
四
条
、
第
六
五
五
条
、
第
六
五
七
～
第
六
五
九
、
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
草
案
第
二
部
第
一
編
第
一
章
第
一
八
条
第
一
項
、

第
一
九
条
を
参
照
の
こ
と
。

（
70
）Fikenscher, a.a.O

., S.91.

（
71
）
大
判
昭
和
八
年
三
月
六
日
民
集
一
二
巻
三
二
五
頁
で
は
、
消
費
貸
借
契
約
に
お
い
て
、
貸
主
が
借
主
に
対
し
て
金
銭
を
交
付
す
る
前
に
作
成
さ
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れ
た
公
正
証
書
の
効
力
に
つ
い
て
、
無
効
と
は
せ
ず
、
金
銭
授
受
の
と
き
か
ら
債
務
名
義
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
と
さ
れ
た
。
大
判
明
治
三
八

年
一
二
月
六
日
民
録
一
一
巻
一
六
五
三
頁
で
は
、
消
費
貸
借
契
約
か
ら
生
じ
た
債
務
を
担
保
す
る
た
め
に
、
貸
主
に
よ
る
金
銭
交
付
の
前
に
設
定

手
続
き
が
さ
れ
た
抵
当
権
の
登
記
に
つ
い
て
、
後
の
金
銭
交
付
に
よ
り
発
生
し
た
金
銭
債
務
を
有
効
に
担
保
す
る
と
さ
れ
た
。）。
こ
れ
ら
の
判
例

に
加
え
、
最
判
昭
和
四
八
・
三
・
一
六
（
金
融
・
商
事
判
例
三
二
四
号
七
頁
）
は
、
金
銭
交
付
前
の
貸
借
の
合
意
に
基
づ
く
借
主
の
金
銭
交
付
請
求

権
を
認
め
た
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
消
費
貸
借
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

（
72
）
た
だ
し
、
冒
頭
に
述
べ
た
と
お
り
、
諾
成
的
消
費
貸
借
、
要
物
的
消
費
貸
借
、
消
費
貸
借
予
約
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
を
い
か
に
整
理
す
る
か
に
つ

い
て
は
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。

　
　
　
諾
成
的
消
費
貸
借
を
認
め
つ
つ
、
消
費
貸
借
の
予
約
（
五
五
六
条
に
い
う
「
予
約
」）
に
基
づ
い
て
、
要
物
契
約
と
し
て
の
消
費
貸
借
（
五
八
七

条
）
の
成
立
を
認
め
る
立
場
と
し
て
、
我
妻 

三
五
四
頁
五
一
二
、
広
中
著
作
集
、
同 

債
権
法
各
論 

一
一
二
頁
が
あ
る
。

　
　
　
消
費
貸
借
の
「
予
約
」
に
つ
い
て
は
貸
主
一
方
の
予
約
と
借
主
一
方
の
予
約
を
検
討
す
る
見
解
が
あ
る
。
こ
の
立
場
で
は
、
さ
ら
に
二
つ
の
見

解
が
分
か
れ
る
。
貸
主
一
方
の
予
約
と
借
主
一
方
の
予
約
の
両
方
を
認
め
る
見
解
で
は
、
予
約
権
利
者
が
予
約
完
結
権
を
行
使
す
る
と
、
諾
成
的

消
費
貸
借
が
成
立
す
る
と
い
う
（
鈴
木 

三
七
一
頁
四
一
七
）。
ま
た
、
借
主
一
方
の
予
約
の
み
を
認
め
る
見
解
で
は
、
実
際
上
の
必
要
性
か
ら
借

主
一
方
の
予
約
の
み
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
た
だ
し
、こ
こ
で
も
借
主
一
方
の
予
約
に
関
す
る
考
え
方
が
二
つ
に
分
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

借
主
一
方
の
予
約
を
諾
成
的
消
費
貸
借
と
同
視
す
る
立
場
（
来
栖 

二
五
七
頁
）
と
、
当
事
者
の
通
常
の
意
思
を
考
慮
し
て
予
約
の
拘
束
力
を
認
め

る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
進
ん
で
諾
成
的
消
費
貸
借
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
立
場
（
広
中
債
権
法
各
論 

一
一
二
頁
）
と
に
分
類
さ
れ
る
。

　
　
　
鎌
野
・
叢
書
一
五
七
頁
、一
六
四
頁
は
、
消
費
貸
借
契
約
に
つ
い
て
諾
成
的
消
費
貸
借
の
立
法
論
を
説
く
。
椿 

二
九
三
、三
〇
一
～

三
〇
二
、三
一
二
～
三
一
六
、三
六
八
～
三
六
九
頁
）
は
、
無
利
息
、
利
息
付
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
則
と
し
て
諾
成
的
消
費
貸
借
と
す
べ
き
で
あ
る

と
主
張
す
る
。

（
73
）
二
〇
〇
九
年
に
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
に
よ
っ
て
公
表
さ
れ
た
債
権
法
改
正
の
基
本
方
針
お
よ
び
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正

に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
で
は
、
一
部
の
消
極
的
意
見
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（「
第
四
四

　
消
費
貸
借
」
商
事
法
務
編
『
民
法
（
債
権
関
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係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論
点
整
理
の
補
足
説
明
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
一
）
三
四
六
頁
三
二
三
）。
し
か
し
、
鎌
野
・
債
権
法
改
正
と

民
法
学
に
よ
れ
ば
、
消
費
貸
借
に
つ
い
て
は
一
貫
し
て
現
行
の
要
物
契
約
か
ら
諾
成
契
約
に
改
正
す
る
方
針
で
あ
っ
た
と
分
析
さ
れ
る
。
そ
の
後
、

二
〇
一
三
年
に
承
認
さ
れ
た
中
間
試
案（
商
事
法
務
編『
民
法（
債
権
関
係
）の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案（
概
要
付
き
）（
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ 

一
四
三
号
）』

（
商
事
法
務
、
二
〇
一
三
）
一
五
二
頁
）、
二
〇
一
四
年
に
決
定
さ
れ
た
要
綱
仮
案
（
臨
時
増
刊
Ｎ
Ｂ
Ｌ 

一
〇
三
四
号
五
〇
頁
）
の
い
ず
れ
も
要
物

的
消
費
貸
借
契
約
と
諾
成
的
消
費
貸
借
契
約
と
を
併
存
す
る
形
で
改
正
案
が
示
さ
れ
た
。

（
74
）
鎌
野
・
債
権
法
改
正
と
民
法
学
二
二
三
～
二
二
四
頁
。

（
75
）
石
川
一
五
四
頁
、
中
田
・
契
約
法
三
四
九
～
三
五
〇
頁
。
平
野
三
五
八
頁
も
こ
の
見
解
を
支
持
す
る
。

（
76
）
千
葉
四
五
〇
～
四
五
一
頁
。

（
77
）
千
葉
四
五
三
～
四
五
四
頁
。

（
78
）
千
葉
四
五
一
頁
。

（
79
）「
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
第
五
三
回
会
議 
議
事
録
」『
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
資
料
集 

第
一
集
〈
第
四
巻
〉』（
商
事
法
務
、二
〇
一
一
年
）（
以
下
、

部
会
資
料
集
と
引
用
す
る
。）
二
四
二
～
二
四
三
頁
（
能
見
善
久
委
員
発
言
）
で
は
、
諾
成
的
消
費
貸
借
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
借
主
に
借
り
る
義

務
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
、
お
よ
び
長
期
ロ
ー
ン
の
際
に
生
じ
る
利
息
を
す
べ
て
貸
主
の
損
害
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
と
の
意
見
が
表
明
さ

れ
て
い
た
。
ま
た
、
中
田
・
講
義
二
八
二
頁
に
よ
れ
ば
、
書
面
に
よ
る
消
費
貸
借
の
引
渡
し
前
の
借
主
の
解
除
の
場
合
と
、
期
限
前
返
還
の
場
合

と
に
お
け
る
貸
主
の
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
、
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
（
改
正
民
法
第
四
一
五
条
）
で
は
な
く
、
貸
主
が
常
に
損
害

賠
償
を
請
求
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、借
主
の
借
り
る
義
務
に
つ
い
て
否
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
亀
井
洋
一
編
著
『
一

問
一
答

　
民
法
改
正
と
金
融
実
務
』（
㈱
経
済
法
令
研
究
会
、
二
〇
一
七
年
）
二
三
九
頁
も
、
借
り
る
義
務
を
否
定
す
る
。

（
80
）一
問
一
答
二
九
四
頁（
注
五
）、井
砂
貴
雄「
一
九
三 

利
息
付
消
費
貸
借
」『B

efore A
fter

』三
八
七
頁
、内
田
三
二
二
頁
、千
葉
四
五
二
頁
。
た
だ
し
、

得
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
利
息
を
除
く
、
調
達
費
用
等
に
つ
い
て
い
か
な
る
場
合
に
い
ず
れ
の
費
用
を
損
害
の
範
囲
に
含
め
る
か
と
い
う
点
に
つ

い
て
は
、
改
正
法
の
解
説
者
に
よ
っ
て
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
別
稿
に
て
取
り
扱
う
こ
と
と
す
る
。
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（
81
）『
一
問
一
答
』
二
九
四
頁
（
注
五
）、
千
葉
四
五
二
頁
。

（
82
）
書
面
に
よ
ら
な
い
消
費
貸
借
の
合
意
に
つ
い
て
は
、
判
例
に
し
た
が
っ
て
貸
主
と
借
主
と
の
契
約
締
結
の
経
過
の
状
況
に
よ
っ
て
、
借
主
に
金

銭
交
付
請
求
権
が
生
じ
る
か
否
か
に
つ
い
て
決
定
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
紙
幅
の
関
係
上
、
別
稿
に
て
取
り
扱
う
こ
と
と
す
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
最
判
昭
和
四
八
年
三
月
一
六
日
（
金
融
・
商
事
判
例
三
二
四
号
七
頁
、
金
融
法
務
事
情
六
八
三
号
二
五
頁
）（
消
費
貸
借
の
予
約
ま

た
は
学
説
の
い
う
と
こ
ろ
の
諾
成
的
消
費
貸
借
に
基
づ
き
、
直
接
強
制
に
よ
る
貸
主
に
対
す
る
金
銭
支
払
請
求
を
認
め
た
事
案
）、
大
判
昭
和
一
二

年
五
月
二
六
日
（
民
集
一
六
巻
一
二
号
七
三
〇
頁
）
借
主
の
家
資
分
散
と
い
っ
た
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
金
銭
を
貸
渡
す
旨
の
合
意
が
あ
っ

た
以
上
、
貸
主
に
金
銭
を
交
付
す
る
義
務
が
生
ず
る
と
の
見
解
を
示
し
た
と
考
え
ら
れ
る
事
案
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
83
）
鎌
野
・
債
権
法
改
正
と
民
法
学
二
二
九
頁
、
中
田
・
契
約
法
三
五
〇
頁
。

（
84
）
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
要
綱
仮
案
が
出
さ
れ
た
段
階
で
、実
務
界
か
ら
は
以
下
の
よ
う
な
危
惧
が
示
さ
れ
て
い
た
。
三
上
徹
「
債

権
法
研
究
会
報
告 

消
費
貸
借
」
金
融
法
務
事
情
二
〇
〇
八
号
二
六
頁
（
注
一
〇
）
に
よ
れ
ば
、
貸
主
側
が
消
費
貸
借
の
契
約
の
中
に
譲
渡
禁
止
特

約
を
盛
り
込
む
に
よ
っ
て
貸
付
金
の
目
的
外
利
用
を
防
止
し
よ
う
と
し
て
も
、
当
該
特
約
は
善
意
・
無
重
過
失
の
第
三
者
に
対
抗
で
き
な
い
上
に
、

要
綱
仮
案
で
は
譲
渡
禁
止
特
約
の
効
力
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
万
全
で
は
な
い
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
法
制
審
議
会
に

お
い
て
も
、
消
費
貸
借
を
諾
成
契
約
と
し
て
規
定
し
た
場
合
に
、
借
主
の
金
銭
交
付
請
求
権
が
単
な
る
金
銭
債
権
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
請

求
権
が
債
権
譲
渡
や
差
押
え
の
対
象
と
な
る
と
、
貸
付
金
が
事
実
上
の
目
的
外
に
利
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
金
融
機
関
に
と
っ
て
は
、

安
心
し
て
貸
付
の
合
意
を
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
（
商
事
法
務
編
『
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
的
な
論

点
整
理
の
補
足
説
明
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
一
）
三
四
六
頁
三
二
三
）。
さ
ら
に
、
亀
井
洋
一
編
著
『
一
問
一
答 

民
法
改
正
と
金
融
実
務
』（（
株
）

経
済
法
令
研
究
会
、
二
〇
一
七
年
）
二
四
〇
頁
に
よ
れ
ば
、
金
融
実
務
に
お
い
て
、
今
ま
で
以
上
に
諾
成
的
消
費
貸
借
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
と
い
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
借
主
が
貸
主
に
対
し
て
有
す
る
金
銭
交
付
請
求
権
の
譲
渡
を
防
止
す
る
た
め
に
譲
渡
禁
止
特
約
等
の
対
策
を

と
っ
た
と
し
て
も
、
譲
渡
を
完
全
に
防
ぐ
こ
と
は
困
難
で
あ
る
か
ら
と
さ
れ
る
。

（
85
）
部
会
資
料
集
八
〇
頁
（
道
垣
内
弘
人
幹
事
発
言
）
に
よ
れ
ば
、
貸
付
金
の
目
的
外
使
用
に
つ
い
て
は
、
貸
主
が
使
途
制
限
条
項
等
を
設
け
る
こ
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と
に
よ
り
回
避
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
う
し
た
条
項
の
不
備
に
よ
っ
て
目
的
外
使
用
が
生
じ
る
リ
ス
ク
は
貸
主
が
負
う
と
さ
れ
る
。

（
86
）
債
権
法
研
究
会
編
『
詳
説
改
正
債
権
法
』（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
二
〇
一
七
年
（
平
成
二
九
年
））
四
六
六
頁
。

（
87
）「
民
法
改
正
と
金
融
取
引
に
お
け
る
対
応
ポ
イ
ン
ト
」
銀
行
法
務
二
一 

八
一
九
号
（
二
〇
一
七
年
九
月
増
刊
号
）
二
五
頁
）。

（
88
）
長
谷
川
卓
「
第
一
三
章 

消
費
貸
借
」
井
上
聡
・
松
尾
博
憲
編
著
『practical

金
融
法
務 

債
権
法
改
正
』（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、二
〇
一
七
年
）

（
以
下
、
長
谷
川
と
引
用
す
る
）
三
一
四
頁
、
三
一
七
頁
。

（
89
）
長
谷
川
三
一
七
頁
。

（
90
）
鎌
野
・
債
権
法
改
正
と
民
法
学 

二
二
九
頁
。

（
91
）
平
野
三
五
九
～
三
六
〇
頁
四-
九-

八
。

（
92
）
一
問
一
答
二
九
三
頁
（
注
一
）、
潮
見
佳
男
『
基
本
講
義

　
債
権
各
論
Ⅰ
〔
第
三
版
〕』（
新
世
社
、
二
〇
一
七
）
一
二
六
頁
、
千
葉
四
四
八
頁
、

平
野
三
五
九
～
三
六
〇
頁
四-

九-
八
、
中
田
・
契
約
法
三
五
一
頁
、
中
田
・
講
義
二
九
三
頁
。

　

（
93
）　
た
だ
し
、
書
面
に
貸
主
の
金
銭
交
付
意
思
が
ま
っ
た
く
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
「
消
費
貸
借
の
合
意
」
を
す
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
可
能
な
の
か
に

つ
い
て
若
干
の
疑
義
は
存
す
る
。

（
94
）
平
野
三
五
九
頁
～
三
六
〇
頁
四-

二
四
。

（
95
）
鎌
野
・
債
権
法
改
正
と
民
法
学
二
三
二
～
二
三
三
頁
に
は
、
貸
主
の
「
貸
す
義
務
」
の
発
生
に
つ
き
、
発
生
時
期
を
書
面
に
記
載
し
た
場
合
に
は
、

貸
主
は
「
貸
す
義
務
」
を
撤
回
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
旨
の
指
摘
が
存
す
る
。

（
96
）
一
問
一
答
二
九
三
頁
（
注
三
）、
中
田
・
契
約
法
三
五
一
頁

（
97
）
中
田
・
契
約
法
一
一
五
頁
、
三
五
一
頁
。

（
98
）
千
葉
四
四
九
頁
、
四
五
四
頁
。

（
99
）
千
葉
四
五
三
～
四
五
四
頁
。

（
100
）
中
田
・
講
義
二
八
二
頁
、
一
問
一
答
二
九
四
頁
（
注
七
）。

論　　　説
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